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１ 世界・国・県及び東海市の動き 

 

（１）世界の取り組み 

国際連合では、昭和２１年（１９４６年）に「婦人の地位委員会」を設置し、昭和５０年（１９

７５年）を「国際婦人年」と定めて、これに続く１０年間を「国連婦人の１０年」として「女子に

対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約）」、「家族的責任を有する男女

労働者の機会及び待遇の均等に関する条約」を採択されるなど、女性の地位向上のための様々な運

動が展開されてきました。 

平成２７年（２０１５年）に、国連持続可能な開発サミットにおいて、「持続可能な開発のため

の２０３０アジェンダ」が採択され、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の１つに、ジェンダー平等

を実現するための目標を位置付け、誰一人として取り残さないことを目指して取り組むことが宣言

されています。 

最近の動向としては、令和６年（２０２４年）に第６８回国連女性の地位委員会が開催され、「ジ

ェンダーの視点からの貧困撲滅、機構強化、資金動員によるジェンダー平等達成と女性・女児のエ

ンパワーメントの加速」を優先テーマとして協議等も行われるなど、女性の地位向上を目指した国

際的な取り組みは、現在も積極的に進められています。一方、世界経済フォーラムが令和 7 年（２

０２5 年）６月に発表した「ジェンダー・ギャップ指数」（ＧＧＩ１）では、特に「政治」と「経

済」の分野において我が国の男女の格差が大きいことが挙げられるなど、男女共同参画において取

り組むべき課題は多く残されています。 

 

 

（２）国の取り組み 

我が国では、国際婦人年を受けて昭和５０年（１９７５年）に「婦人問題企画推進本部」が設置

され、昭和５２年（１９７７年）に「国内行動計画」が策定されました。その後、昭和６０年（１

９８５年）に「男女雇用機会均等法」が制定され、同年「女子差別撤廃条約」が批准されました。 

平成 11 年（１９９９年）には、男女共同参画社会の形成に関する基本理念及び国、地方公共団

体及び国民の責務を定めた「男女共同参画社会基本法」が施行され、翌年、同法に基づき男女共同

参画社会の実現に向けた施策を示す「第１次男女共同参画基本計画」が策定されました。以降、計

画を見直しながら、男女共同参画社会の実現を目指し、様々な取り組みが進められてきました。 

令和２年（２０２０年）には、新型コロナウイルス感染症拡大を契機に、社会的・政治的・経済

的システムにおける女性の脆弱性が明らかになる中、「第５次男女共同参画基本計画」が策定され

ました。この計画の中では、男女共同参画社会の実現に向けて取り組みを進めることは、「男女」

にとどまらず、年齢も、国籍も、性的指向・性自認（性同一性）に関すること等も含め、幅広く多

様な人々を包摂し、全ての人が幸福を感じられる、インクルーシブな社会の実現にもつながるもの

であるとされました。 

令和６年（２０２４年）には、日常生活または社会生活を営む中で、女性であることにより様々

１ 世界・国・愛知県及び東海市の動き 
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な困難な問題に直面することが多い状況を改善し、女性の福祉の増進を図るため、「困難な問題を

抱える女性への支援に関する法律」が施行されました。困難な問題を抱える女性が、意思を尊重さ

れ、最適な支援を受けられるようにするために、多様な支援を包括的に提供する体制を整備するこ

となどが定められています。 

■男女共同参画に関わる近年の国の動き（プランⅢ策定以降） 

和暦（西暦） 内容 

平成２８年 
（２０１６年） 

雇用保険法等の一部を改正する法律 公布（平成２８年（２０１６年）から順次施行） 

平成３０年 
（２０１８年） 

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 公布・施行 

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律 公布 

（平成３１年（２０１９年）から順次施行） 

令和元年 
（２０１９年） 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 公布 

（令和２年（２０２０年）施行） 

児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律 公布 

（令和２年（２０２０年）施行） 

令和３年 
（２０２１年） 

ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律 公布・施行 

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律 公布・施行 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険
法を一部改正する法律 公布（令和４年（２０２２年）から順次施行） 

令和４年 
（２０２２年） 

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 公布（令和６年（２０２４年）施行） 

こども基本法 公布（令和５年（２０２３年）施行） 

令和５年 
（２０２３年） 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律 公布
（令和６年（２０２４年）施行） 

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する
法律 公布・施行 

令和６年 
（２０２４年） 

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 公布・施行 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育
成支援対策推進法の一部を改正する法律（令和６年（２０２４年）順次施行） 

  



  

- 4 - 

（３）県の取り組み 

愛知県では、平成１３年（２００１年）３月に、「あいち男女共同参画プラン２１～個性が輝く

社会をめざして～」が策定され、平成１４年（２００２年）３月には、男女共同参画社会の実現に

向けた県民・事業者・県の取り組みの基本的な方向を明らかにした「愛知県男女共同参画推進条例」

が施行されました。 

その後、社会経済情勢の変化等を踏まえ、平成１８年（２００６年）に「あいち男女共同参画プ

ラン２１」を改定し、平成２３年（２０１１年）には「あいち男女共同参画プラン２００１－２０

１５」が策定されました。また、平成２８年（２０１６年）には「あいち男女共同参画プラン２０

２０～すべての人が輝き、多様性に富んだ活力ある社会をめざして～」が策定され、令和３年（２

０２１年）３月には、社会経済情勢の変化や国の「第５次男女共同参画基本計画」の趣旨を踏まえ、

新たに「あいち男女共同参画プラン２０２５～すべての人が生涯輝く、多様性に富んだ社会をめざ

して～」が策定され、男女共同参画社会の実現に向けた取り組みが進められています。 
 
 

（４）東海市の取り組み 

本市では、女性問題の解決のため、昭和６２年（１９８７年）に各種女性団体の代表者や有識者

による「婦人問題懇話会」を設置し、提言された女性問題の市民意識の向上、健康と福祉の充実、

社会参加の促進の３項目について審議するとともに、女性問題啓発誌の刊行、女性意識調査の実施、

女性のつどいや女性シンポジウムの開催などに取り組んできました。その後、平成５年（１９９３

年）には「女性行動計画策定委員会」を組織し、市民と市が協力して男女平等意識の向上、女性の

自立と社会参加の促進、女性の健康とやすらぎの向上を基本目標とした女性行動計画「とうかい女

性プラン～女と男がともに生きる社会をめざして～」（平成７年度（１９９５年度）～平成１６年

度（２００４年度））を策定し、男女共同参画の推進に努めてきました。 

平成１５年（２００３年）４月には、市内の女性団体から「とうかい男女共同参画推進条例市民

案」が提出されるとともに、平成１６年（２００４年）３月に東海市男女共同参画懇話会から「男

女共同参画推進条例の基本的考え方について」の提言を受け、平成１６年（２００４年）９月に、

男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、市民・事業者・市の責務を明らかにするとともに、

施策の基本となる事項を定めた「東海市男女共同参画推進条例」を制定しました。 

平成１８年（２００６年）３月には、平等・参画・快適を基本理念とした「東海市男女共同参画

プランⅡ～みんなの個性と能力が発揮できるまち とうかい～」を、平成２８年（２０１６年）３

月には「東海市男女共同参画プランⅢ～個性を認め合い いきいきと活躍できるまち～」を策定し、

市民・事業者・市などが協働して進めること、男女共同参画の各施策について、その進み具合を確

認しながら総合的・計画的に推進することなどを基本として、男女共同参画に取り組んできました。 

令和５年（２０２３年）４月には、「パートナーシップ宣誓制度」を導入し、令和６年（２０２

４年）４月からは、制度の対象となる者を拡大し、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制

度」を開始するなど、性別などにかかわらずそれぞれの個性を活かし、多様な生き方、働き方がで

きる社会の実現を目指した取り組みを推進しています。  
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２ 東海市の現状 

 

（１）人口等の状況 

本市の人口は、平成３０年（２０１８年）には、１１５,０００人に達しましたが、近年は自然

減、転出超過に転じており、令和７年（２０２５年）４月１日現在で１１３,２４２人となってい

ます。年少人口は減少傾向、老年人口は増加傾向にあり、少子高齢化が進行しています。 

合計特殊出生率は、全国、愛知県と比較して高いものの、出生数とともに減少傾向にあります。 

令和２年（２０２０年）の人口ピラミッドをみると、男女ともに４０～４９歳の人口が多くなっ

ています。また、２５歳から６９歳までは女性よりも男性の人口が多くなっていますが、７０歳以

上では女性の人口が多くなっています。 

■年齢３区分別人口の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※平成 27 年(２０１５年)までの合計には年齢「不詳」を含むため、年齢３区分別人口の計と総数は一致しない。 

資料：国勢調査（平成７年(２０２５年)～令和２年(２０２０年)）、住民基本台帳（令和７年(２０２５年)）、 

第３期東海市総合戦略による推計値（令和１２年(２０３０年)・令和１７年(２０３５年)） 

■合計特殊出生率・出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：合計特殊出生率（全国・愛知県：愛知県の人口動態統計、東海市：東海市調べ）、出生数（東海市の統計） 

２ 東海市の現状 

16,355 16,872 17,325 16,558 15,342 15,282 15,176

71,575 70,407 69,662 71,536 72,070 73,741 73,979

16,385 20,121 23,735 25,693 25,830 25,929 26,889

104,339 107,690 111,944 113,787 113,242 114,952 116,044
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推計 
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40,270 42,830 46,348
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■人口ピラミッド（令和２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※合計には年齢「不詳」を含むため、年齢５歳区分別人口の計と総数は一致しない。 
 

資料：国勢調査（令和２年(２０２０年)） 

 
 
 
 
 

（２）世帯の状況 

一般世帯数は増加傾向にありますが、世帯あたり人員数は減少しています。世帯構成をみると、

全国、愛知県と比較して「核家族世帯」の割合がやや高く、「３世代世帯」の割合が低くなってい

ます。 

■一般世帯数と世帯あたり人員数の推移        ■世帯構成の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：国勢調査（令和２年(２０２０年)）           資料：国勢調査（令和２年(２０２０年)） 

 

 

 

※グラフは、小数点第２位を四捨五入しているため、各項目の比率を合計した値が 100%にならない場合あります（以下、同様）。 
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2,963

3,286
3,833

4,061
3,807
3,966

4,190
4,852

4,035
3,175

2,744
2,800

3,080
2,498

1,752
875

315
54
9

5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

0～4歳
5～9歳
10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90～94歳
95～99歳
100歳以上 男性 (59,158人)
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2.0

1.9

3.9

51.8

42.9

31.6

46.2

55.2

64.4

0 20 40 60 80 100

東海市

愛知県

全国

第１次産業 第２次産業 第３次産業

(％)

2.4

2.1

3.0

18.7

19.0

14.2

78.9

78.9

82.8

0 20 40 60 80 100

東海市

愛知県

全国

第１次産業 第２次産業 第３次産業

(％)

86.4

82.8

81.6

2.5

3.1

2.6

11.1

14.1

15.8

0 20 40 60 80 100

東海市

愛知県

全国

正規の職員・従業員

労働者派遣事業所の派遣社員

パート・アルバイト・その他

(％)

42.6

44.2

48.0

3.9

4.5

4.0

53.5

51.3

48.1

0 20 40 60 80 100

東海市

愛知県

全国

正規の職員・従業員

労働者派遣事業所の派遣社員

パート・アルバイト・その他

(％)

（３）就労の状況 

就業者の産業分類別割合を性別で比較すると、男性に比べて女性は「第３次産業」に従事する割

合が高くなっています。全国、愛知県と比較すると、男性は「第２次産業」に従事する割合が高く

なっています。 

また、雇用者の従業上の地位の割合を性別で比較すると、男性に比べて女性は「パート・アルバ

イト・その他」といった非正規の就業形態が多いことがうかがえます。全国、愛知県と比較すると、

男性では全国、愛知県に比べて「正規の職員・従業員」の割合が高くなっていますが、女性では全

国、愛知県よりも低くなっています。 

 

■産業分類別割合の比較（男性）           ■産業分類別割合の比較（女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２年(２０２０年)）          資料：国勢調査（令和２年(２０２０年)） 

 

■雇用者の従業上の地位の割合の比較（男性）     ■雇用者の従業上の地位の割合の比較（女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２年(２０２０年)）           資料：国勢調査（令和２年(２０２０年)） 
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18.8

77.9
81.3

72.3 75.4
80.1 82.2 80.6

75.5

63.0

19.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65歳

以上

（％）

Ｈ22 Ｈ27 R２

18.8

77.9

81.3

72.3 75.4

80.1 82.2 80.6
75.5

63.0

19.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65歳

以上

（％）

全国 愛知県 東海市

（４）女性の就労の状況 

女性の年齢階級別労働力率は、２０歳以上で増加傾向にあり、いわゆるＭ字カーブの谷は浅くな

ってきています。 

全国、愛知県と比較すると、Ｍ字カーブの谷である３０～３４歳では、全国、愛知県より低くな

っていますが、４５歳～６４歳では、全国、愛知県と同水準となっています。 

■女性の年齢階級別労働力率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２年(２０２０年)） 

■女性の年齢階級別労働力率の比較（令和２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２年(２０２０年)） 
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29.6

30.6

28.9

27.1
26.9

27.527.6
27.9 27.8

28.8 28.9

29.6

28.4
28.7

29.1
29.5

30.1

29.0

26

28

30

32

R１ R２ R３ R４ R５ R６年度

東海市 愛知県平均

全国平均

(％)

22.7 22.7 22.7

13.6 13.6 13.6

16.8 17.0

17.4 17.8

20.4
21.4

16.6 16.8

17.5
18.1

19.9 20.3

12

14

16

18

20

22

24

26

R１ R２ R３ R４ R５ R６年度

東海市 愛知県平均

全国平均

(％)

12.3

7.0 7.1

10.9

11.1

12.1

6.1 6.0 6.4 6.7

12.6

13.7

6.3
6.6 6.9

7.4

7.8
7.3

5

8

11

14

17

R１ R２ R３ R４ R５ R６年度

東海市 愛知県平均

全国平均

(％)

13.3 13.3

17.2
13.3

13.3

17.9

10.0 10.4 10.1

12.1
13.3

16.7

10.7 10.9
11.5

12.6 13.4

23.3

5

10

15

20

25

R１ R２ R３ R４ R５ R６年度

東海市 愛知県平均

全国平均

(％)

（５）女性の参画の状況 

審議会委員に占める女性委員の割合は減少傾向にあり、令和６年度（２０２４年度）に増加した

ものの、依然として全国平均、愛知県平均より低くなっています。 

市議会議員に占める女性割合は、令和４年度（２０２２年度）以降、全国平均、愛知県平均より

低くなっています。 

防災会議委員に占める女性割合は、全国平均、愛知県平均と同水準で推移していましたが、令和

６年度（２０２４年度）に全国平均を下回っています。 

■審議会委員に占める女性委員割合の推移  ■市議会議員に占める女性割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

資料：内閣府 市区町村女性参画状況見える化マップ      資料：内閣府 市区町村女性参画状況見える化マップ 

（各年４月１日時点）                    （各年４月１日時点） 

 

■自治会長に占める女性割合の推移   ■防災会議委員に占める女性割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：内閣府 市区町村女性参画状況見える化マップ       資料：内閣府 市区町村女性参画状況見える化マップ 

（各年４月１日時点）                      （各年４月１日時点） 
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9.5 

7.7 

10.1 

7.1 

4.5 

7.6 

2.5 

0.7 

1.5 

10.0 

11.4 

15.3 

41.3 

32.3 

30.2 

11.4 

13.0 

14.3 

24.2 

20.5 

25.4 

35.6 

36.0 

44.1 

24.1 

24.5 

30.0 

9.5 

9.0 

10.4 

30.3 

34.3 

40.1 

33.6 

36.3 

37.3 

30.3 

30.3 

37.9 

48.3 

45.5 

44.4 

36.6 

38.0 

30.5 

27.8 

33.5 

28.6 

49.9 

50.6 

47.9 

29.8 

21.6 

16.0 

8.3 

9.8 

12.2 

28.7 

28.8 

34.8 

11.3 

13.3 

11.8 

4.7 

0.0 

5.4 

3.9 

6.6 

7.3 

2.6 

3.7 

4.4 

6.5 

6.3 

5.1 

1.3 

2.0 

1.7 

5.7 

5.5 

6.7 

2.6 

2.3 

2.7 

1.9 

1.3 

1.5 

0.6 

1.4 

0.6 

0.8 

0.7 

0.7 

1.4 

1.3 

1.1 

0.5 

0.5 

0.1 

1.2 

0.9 

0.8 

0.8 

0.6 

0.4 

9.8 

7.7 

4.9 

35.1 

24.6 

20.8 

31.8 

27.2 

27.8 

19.5 

16.5 

15.0 

13.0 

13.4 

12.5 

16.8 

15.4 

0.0 

11.0 

12.3 

10.3 

1.9 

3.6 

3.4 

1.4 

5.0 

5.2 

3.0 

8.1 

7.3 

2.5 

8.6 

7.4 

2.1 

5.8 

5.9 

5.9 

6.1 

5.5 

1.7 

5.7 

5.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家庭生活

Ｒ６（n=846）

Ｈ26（n=1,599）

Ｈ16（n=1,602）

地域活動

Ｒ６（n=846）

Ｈ26（n=1,599）

Ｈ16（n=1,602）

学校教育

Ｒ６（n=846）

Ｈ26（n=1,599）

Ｈ16（n=1,602）

職場

Ｒ６（n=846）

Ｈ26（n=1,599）

Ｈ16（n=1,602）

政治

Ｒ６（n=846）

Ｈ26（n=1,599）

Ｈ16（n=1,602）

法律や制度

Ｒ６（n=846）

Ｈ26（n=1,599）

Ｈ16（n=1,602）

社会通念・慣習・しきたり

Ｒ６（n=846）

Ｈ26（n=1,599）

Ｈ16（n=1,602）

男性が非常に優遇されている 男性がやや優遇されている 平等である

女性がやや優遇されている 女性が非常に優遇されている わからない

不明・無回答

（６）市民の男女共同参画に関する意識 

❶ 男女の地位の平等感について 

男女の地位の平等感について、「学校教育」で「平等である」が最も高く、「家庭生活」「地域

活動」「職場」「政治」「法律や制度」「社会通念・慣習・しきたり」では、『男性優遇』（「男性が

非常に優遇されている」と「男性がやや優遇されている」の合計）が最も高くなっています。経

年で比較すると、「家庭生活」「職場」「法律や制度」では年々『男性優遇』が緩和されています

が、「政治」では年々強まっています。 

■各分野における男女の地域の平等感（経年比較） 

 

 

  

資料：東海市 男女共同参画に関する意識調査 
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3.8

2.1

6.6

27.4

21.8

37.2

36.4

40.3

30.0

30.3

33.3

24.7

2.1

2.5

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数(n=846)

女性(n=514)

男性(n=320)

賛成 どちらかと

いえば賛成

どちらかと

いえば反対

反対 不明・無回答

3.8 

6.2 

3.3 

4.0 

27.4 

38.5 

21.9 

29.4 

36.4 

23.2 

31.6 

38.2 

30.3 

12.3 

24.4 

26.1 

16.0 

16.4 

2.1 

3.8 

2.5 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｒ６(n=846)

Ｈ26(n=1,599)

愛知県(n=1,575)

国(n=2,847)

賛成 どちらかと

いえば賛成

どちらかと

いえば反対

反対 わからない 不明・無回答

❷ 固定的性別役割分担意識について 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方について、『賛成派』（「賛成」と「どち

らかといえば賛成」の合計）が３１.２％、『反対派』（「どちらかといえば反対」と「反対」の合

計）が６６.７％となっており、『反対派』が『賛成派』を上回っています。性別でみると、女性

と比較して男性で『賛成派』が約２０ポイント上回っています。 

経年で比較すると、『賛成派』が減少し、『反対派』が増加しています。 

愛知県や国と比較すると、『賛成派』は愛知県よりもやや高く、国とは同水準となっています。 

■「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方に対する意識 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東海市 男女共同参画に関する意識調査 
 

■「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方に対する意識（経年、愛知県・国との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
愛知県：令和４年(２０２２年)度県政世論調査（愛知県、令和４年(２０２２年)７月調査） 

国  ：男 女 共 同 参 画 社 会 に 関 す る 世 論 調 査 （ 内 閣 府 男 女 共 同 参 画 局 、 令 和 ４ 年 ( ２ ０ ２ ２ 年 ） 1 1 月 ～ 令 和 ５ 年 （ ２ ０ ２ ３ 年 ） １ 月 調 査 ）  

資料：東海市 男女共同参画に関する意識調査 
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子どもができたら職業をやめ、大きく

なったら再び職業をもつのがよい

子どもができるまでは職業を

もつ方がよい

女性はできるだけ職業を

もたない方がよい

その他

職業は持ち続けた方がよい

結婚するまでは職業を

もつ方がよい

不明・無回答

59.9

65.0

51.2

16.4

15.0

19.4

4.0

3.9

4.4

2.2

2.1

2.5

0.2

0.0

0.6

8.4

6.6

11.3

8.7

7.4

10.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数(n=846)

女性(n=514)

男性(n=320)

子どもができたら職業をやめ、大きく

なったら再び職業をもつのがよい

子どもができるまでは職業を

もつ方がよい

女性はできるだけ職業を

もたない方がよい

その他

職業は持ち続けた方がよい

結婚するまでは職業を

もつ方がよい

不明・無回答

59.9

34.8

14.8

49.8

59.5

16.4

44.8

57.4

26.2

27.1

4.0

6.6

8.8

5.0

7.7

2.2

4.4

9.8

1.8

2.6

0.2

2.5

3.6

0.8

0.7

8.4

3.5

11.3

6.6

0.0

7.2

8.7

3.4

5.6

2.5

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｒ６(n=846)

Ｈ26(n=1,599)

Ｈ16(n=1,602)

愛知県(n=1,575)

国(n=2,847)

❸ 女性が職業をもつことについて 

女性が職業をもつことについて、「職業は持ち続けた方がよい」が最も高くなっています。性

別でみると、女性と比較して男性で「職業は持ち続けた方がよい」が低く、「子どもができたら

職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつのがよい」が高くなっています。 

経年で比較すると、「職業はもち続けた方がよい」が増加し、それ以外の考え方はそれぞれ減

少しています。 

国や愛知県と比較すると、「職業はもち続けた方がよい」は愛知県よりも高く、国とは同水準

となっています。 

■女性が職業をもつことに対する考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■女性が職業をもつことに対する考え（経年、愛知県・国との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
愛知県：令和４年(２０２２年)度県政世論調査（愛知県、令和４年(２０２２年)７月調査） 

国  ：男 女 共 同 参 画 社 会 に 関 す る 世 論 調 査 （ 内 閣 府 男 女 共 同 参 画 局 、 令 和 ４ 年 ( ２ ０ ２ ２ 年 ） 1 1 月 ～ 令 和 ５ 年 （ ２ ０ ２ ３ 年 ） １ 月 調 査 ）  

資料：東海市 男女共同参画に関する意識調査 
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❹ 職場における男女の不平等について 

職場における男女の不平等について、「ある」が職種で３９.１%、雇用形態で３８.８％と特に

高くなっています。 

性別でみると、全ての項目において、男性より女性で「ある」が高くなっており、賃金・昇給、

昇進・昇格、雇用形態で 10 ポイント以上の差となっています。 

■職場における男女の不平等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東海市 男女共同参画に関する意識調査 

22.5

24.3

20.3

38.8

43.5

32.9

39.1

40.3

37.8

18.4

19.5

17.1

32.7

38.3

25.6

34.5

39.6

28.0

49.8

48.6

51.6

38.8

38.3

39.4

39.8

39.9

39.8

56.1

55.0

57.7

41.6

38.7

45.5

38.4

36.4

41.1

23.0

23.3

22.8

17.9

14.4

22.4

16.1

16.0

16.3

21.1

22.0

19.9

21.1

19.2

23.6

22.7

20.4

25.6

4.6

3.8

5.3

4.6

3.8

5.3

5.0

3.8

6.1

4.5

3.5

5.3

4.6

3.8

5.3

4.5

3.5

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

募集・採用

総数(n=560)

女性(n=313)

男性(n=246)

雇用形態

総数(n=560)

女性(n=313)

男性(n=246)

職種

総数(n=560)

女性(n=313)

男性(n=246)

研修・訓練を受ける機会

総数(n=560)

女性(n=313)

男性(n=246)

賃金・昇給

総数(n=560)

女性(n=313)

男性(n=246)

昇進・昇格

総数(n=560)

女性(n=313)

男性(n=246)

ある ない わからない 不明・無回答

募集・採用 

雇用形態 

職種 

賃金・昇給 

 

昇進・昇格 
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❺ 平日の家事・子育て・介護・地域活動などに携わる時間について 

平日の家事・子育て・介護・地域活動などに携わる平均的な時間について、「１～３時間未満」

が最も高くなっています。性別で比較すると、女性で『１時間以上』（「１時間～３時間未満」か

ら「５時間以上」までの合計）が７５.２％であるのに対して、男性では２５.１％となっていま

す。 

性別・年齢別でみると、女性の３０～３９歳で「５時間以上」が他の年代と比較して高くなっ

ています。 

■平日の家事・子育て・介護・地域活動などに携わる時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：東海市 男女共同参画に関する意識調査 

14.2

9.7

21.6

46.7

25.6

0.0
4.2

7.5

4.2

17.1

62.5

28.1

8.7

17.3

19.6

14.3

31.3

10.5

3.9

21.3

20.0

14.0

3.9

2.1

3.7

0.0

1.3

25.0

15.6

8.7

15.4

30.4

17.5

21.9

15.5

7.8

28.1

33.3

16.3

3.9

3.2

4.3

12.5

9.2

6.3

25.0

30.4

26.9

28.4

34.9

28.1

26.8

30.2

21.3

0.0

27.9

21.6

21.1

36.6

43.1

28.9

0.0

21.9

39.1

30.8

16.7

25.4

9.4

14.9

22.4

2.5

0.0

9.3

17.6

27.4

26.1

22.2

23.7

0.0

0.0

8.7

5.8

1.0

3.2

0.0

14.4

22.6

1.3

0.0

7.0

51.0

41.1

19.3

12.5

9.2

6.3

0.0

4.3

0.0

1.0

1.6

0.0

3.7

3.5

4.1

0.0

0.0

2.0

1.1

2.5

5.6

10.5

0.0

9.4

0.0

3.8

2.9

3.2

9.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数(n=846)

女性(n=514)

男性(n=320)

【女性】

16～19歳(n=15)

20～29歳(n=43)

30～39歳(n=51)

40～49歳(n=95)

50～64歳(n=161)

65～74歳(n=72)

75歳以上(n=76)

【男性】

16～19歳(n=16)

20～29歳(n=32)

30～39歳(n=23)

40～49歳(n=52)

50～64歳(n=102)

65～74歳(n=63)

75歳以上(n=32)

まったく関わっていない 30分未満 30分～１時間未満

１時間～３時間未満 ３時間～５時間未満 ５時間以上

不明・無回答

女性・年代別 

男性・年代別 
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❻ さらに男性が子育て等へかかわっていくために必要なことについて 

さらに男性が家事・子育て・介護・地域活動などにかかわっていくために必要だと思うことに

ついて、「男性が仕事以外の時間を多く持てるよう、労働環境や休暇制度を充実する」が６４.２％

と最も高く、次いで「家族間のコミュニケーションをよく図る」が６３.７％となっています。 

性別でみると、女性で「家族間のコミュニケーションをよく図る」が６６.５％、男性で「男性

が仕事以外の時間を多く持てるよう、労働環境や休暇制度を充実する」が６６.９％と、それぞれ

最も高くなっています。なお、女性で「男性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗

感をなくす」「年配者やまわりの人が、夫婦の役割分担等についての当事者の考え方を尊重する

こと」は、男性と比べてそれぞれ２０ポイント前後高くなっています。 

■今後、さらに男性が家事・子育て・介護・地域活動などにかかわっていくために必要だと思うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東海市 男女共同参画に関する意識調査 

64.2

51.9

22.0

63.7

38.4

38.3

36.3

27.5

32.7

15.6

4.8

2.0

2.1

62.8

59.9

23.3

66.5

45.9

41.2

38.7

27.4

35.0

16.9

4.5

1.9

1.9

66.9

38.4

19.4

59.1

26.9

33.8

31.9

27.8

29.1

13.8

5.6

2.2

2.2

0% 25% 50% 75%

男性が仕事以外の時間を多く持てるよう、

労働環境や休暇制度を充実する

男性が家事などに参加することに対する

男性自身の抵抗感をなくす

男性が家事などに参加することに対する

女性の抵抗感をなくす

家族間のコミュニケーションをよく図る

年配者やまわりの人が、夫婦の役割分担等に

ついての当事者の考え方を尊重すること

男性による家事・子育て・介護・地域活動に

ついての社会の評価を高める

男性の家事・介護技能の向上

男性が子育てや介護、地域活動を行うための

仲間づくり・ネットワークづくり

男性が家事、子育て、介護、地域活動に

関心を高めるための啓発や情報提供

家庭や地域活動と仕事の両立などの問題についての

男性用相談窓口の設置

その他

現在のままでよい

不明・無回答

全体(n=846)

女性(n=514)

男性(n=320)
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❼ ワーク・ライフ・バランスについて 

生活の中で優先したいものと実際に優先しているものについて、希望は女性、男性ともに「家

庭生活」が最も高く、現実は女性で「家庭生活」、男性で「仕事・学業」がそれぞれ最も高くな

っています。 

希望と現実の差が大きい項目をみると、女性、男性ともに「仕事・学業」で、現実が希望を２

０ポイント以上上回っています。また、女性では「地域・個人の生活」で、男性では「家庭生活」

で希望が現実を２０ポイント以上上回っています。 

■生活の中で優先したいものと実際に優先しているもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東海市 男女共同参画に関する意識調査 

 

  

27.2

57.8

23.1

6.6

3.1

55.3

34.7

10.9

6.6

3.4

0% 25% 50% 75%

仕事・学業

家庭生活

地域・個人の生活

わからない

不明・無回答
男性の希望(n=846)

男性の現実(n=846)

18.7

64.4

27.8

6.6

3.3

39.5

55.4

7.8

4.9

3.9

0% 25% 50% 75%

仕事・学業

家庭生活

地域・個人の生活

わからない

不明・無回答
女性の希望(n=514)

女性の現実(n=514)
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❽ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）について 

配偶者や交際相手からの暴力の経験について、『あった』（「何度もあった」と「１～２度あっ

た」の合計）が精神的暴力で２９.０％、社会的暴力で２２.９％と他の暴力と比較して高くなっ

ています。 

性別でみると、全ての暴力において、男性より女性で『あった』が高くなっています。 

■ＤＶを受けた経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

資料：東海市 男女共同参画に関する意識調査 

5.1

7.1

0.9

13.6

17.4

5.3

5.6

8.7

0.4

5.6

7.9

1.3

7.1

4.1

0.4

12.4

15.8

6.6

15.4

18.5

10.6

4.1

5.2

1.8

5.6

7.9

1.8

15.8

7.3

1.8

80.6

75.3

90.7

70.1

63.6

82.7

88.2

84.2

96.0

86.9

82.3

95.6

75.3

87.0

95.6

1.8

1.9

1.8

0.8

0.5

1.3

2.0

1.9

1.8

1.8

1.9

1.3

1.9

1.6

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体的暴力

総数(n=603)

女性(n=368)

男性(n=226)

精神的暴力

総数(n=603)

女性(n=368)

男性(n=226)

性的暴力

総数(n=603)

女性(n=368)

男性(n=226)

経済的暴力

総数(n=603)

女性(n=368)

男性(n=226)

社会的暴力

総数(n=603)

女性(n=368)

男性(n=226)

何度もあった １～２度あった まったくない 不明・無回答

身体的暴力 

精神的暴力 

性的暴力 

経済的暴力 

社会的暴力 

殴る、蹴る、物
を投げる、突き

飛ばすなど 

長時間の無
視、ののし

る、脅迫す
る、大声で怒
鳴るなど 

性的行為の
強要、避妊に

協力しない
など 

生活費を渡

さない、借金
を重ねる、金
品を要求す

るなど 

外出の制限、
交友関係や

電話等の監
視など 
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54.3 29.7 13.6 2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数(n=846)

内容を知っている 言葉は知っているが、内容は知らない

知らない 不明・無回答

❾ 性の多様性について 

「ＬＧＢＴＱ（性的マイノリティ）」という言葉の認知度について、「内容を知っている」が最

も高くなっています。一方で、「知らない」が１３.６％となっています。 

身近にＬＧＢＴＱの人がいた場合、理解し尊重することができるかについて、「わからない」

が最も高く、「できない」は１割未満となっています。 

■「ＬＧＢＴＱ（性的マイノリティ）」という言葉の認知度 

 

 

 

 

 

 

■身近にＬＧＢＴＱの人がいた場合、理解し尊重することができるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：東海市 男女共同参画に関する意識調査 

資料：東海市 男女共同参画に関する意識調査 

家族などだった場合 

36.8 4.0 56.1 3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数(n=846)

できる できない わからない 不明・無回答

学校や職場の人だった場合 

45.7 3.7 47.2 3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数(n=846)

できる できない わからない 不明・無回答
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（７）市内の事業所の状況 

❶ 平均年齢・勤続年数について 

市内対象事業所の従業員の平均年齢は、女性で４２.９歳、男性で４５.９歳となっています。 

平均勤続年数は、女性で９.９年、男性で１２.４年となっています。 

■市内対象事業所における従業員の平均年齢・平均勤続年数 

 女性 男性 全体 

平 均 年 齢 ４２.９歳 ４５.９歳 ４５.０歳 

平均勤続年数 ９.９年 １２.４年 １１.６年 

※市内対象事業所とは、無作為に抽出した３５０事業所のうち、アンケ―トに回答した１３４事業所 

資料：東海市 男女共同参画に関する意識調査 

 

❷ 育児・介護休業の取得について 

市内対象事業所における令和５年度（２０２３年度）中の育児休業取得率は、女性で９７.１％、

男性で５５.０％となっています。 

■市内対象事業所における令和５年度(２０２３年度)中の育児休業の取得状況 

 対象者 育児休業取得者数 育児休業取得率 

女 性 １３９人 １３５人 ９７.１％ 

男 性 ６３１人 ３４７人 ５５.０％ 

資料：東海市 男女共同参画に関する意識調査 

 

 

■（参考：平成２６年(２０１４年)調査結果）市内事業所における育児休業の取得状況 

 対象者 育児休業取得者数 育児休業取得率 

女 性 ６２人 ６１人 ９８.４％ 

男 性 ６２１人 １５人 ２.４％ 

※ 女 性 は 平 成 ２ ５ 年 度 ( ２ ０ １ ４ 年 度 ） 、 男 性 は 平 成 ２ １ 年 度 ( ２ ０ ０ ９ 年 度 ) か ら 平 成 ２ ５ 年 度 ( ２ ０ １ ４ 年 度 ) の ５ 年 間 の 取 得 率 

資料：東海市 男女共同参画に関する意識調査（平成２６年度(２０２４年度)） 
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37.3

25.0

46.7

27.5

33.3

43.5

71.4

38.8

37.5

26.7

47.1

38.1

43.5

21.4

6.0

12.5

13.3

7.8

0.0

0.0

7.1

1.5

0.0

0.0

0.0

4.8

4.3

0.0

14.9

25.0

13.3

17.6

23.8

8.7

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数(n=134)

10人以下(n=8)

11～30人(n=15)

31～50人(n=51)

51～100人(n=21)

101～300人(n=23)

301人以上(n=14)

積極的に登用していきたい できるだけ登用していきたい 特に登用していく考えはない

その他 わからない 不明・無回答

男性の育児・介護休業取得率向上のための方策について、「相談体制を整えている」が最も高

くなっています。 

経年で比較すると、「方策は何もとっていない」が３４.７ポイント減少しており、方策に関す

る項目では全てにおいて増加しています。 

■男性の育児・介護休業取得率向上のための方策について（経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：東海市 男女共同参画に関する意識調査 

❸ 女性の活躍について 

管理職への女性登用の意向について、『登用していきたい』（「積極的に登用していきたい」と

「できるだけ登用していきたい」の合計）が７６.１％となっています。３１人以上の規模の事業

所では、規模が大きくなるほど登用意向が高い傾向にあります。 

■管理職への女性登用の意向 

 

 

 

  

資料：東海市 男女共同参画に関する意識調査 

63.4

29.1

21.6

8.2

4.5

5.2

22.4

3.0

32.1

12.5

8.9

7.1

1.8

3.6

57.1

0.0

0% 25% 50% 75%

相談体制を整えている

会社・上司から取得を促している

代替要員の確保など人員配置の配慮

休業中の経済的補償

取得率の目標を設置

その他

方策は何もとっていない

不明・無回答
Ｒ６(n=134)

Ｈ26(n=56)
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46.3

25.0

60.0

33.3

42.9

60.9

78.6

43.3

62.5

40.0

51.0

52.4

34.8

14.3

10.4

12.5

0.0

15.7

4.8

4.3

7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数(n=134)

10人以下(n=8)

11～30人(n=15)

31～50人(n=51)

51～100人(n=21)

101～300人(n=23)

301人以上(n=14)

はい いいえ 不明・無回答

❹ 男女共同参画に対する取り組み状況について 

男女共同参画に対する取り組み状況について、「はい」（取り組んでいる）が４６.３％、「いい

え」（取り組んでいない）が４３.３％となっています。３１人以上の規模の事業所では、規模が

大きくなるほど、男女共同参画に対する取り組みを行っている事業所の割合が高くなっています。 

■男女共同参画に対する取り組み状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東海市 男女共同参画に関する意識調査 
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第２章 

計画の概要 
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１ 計画策定の趣旨 

 

本市では、平成２８年（２０１６年）３月に策定した「東海市男女共同参画プランⅢ」に基づき、

「個性を認め合い いきいきと活躍できるまち」をテーマに、市民・地域・事業者・市が協働して、

男女共同参画の推進に取り組んできました。 

これまでの成果として、男女共同参画の意識の改善や女性の社会進出、男性の育児休業取得など

が進みつつあります。しかし、固定的性別役割分担の意識の改善や、男性の家庭参画など、未だに

多くの課題が残っている状況です。 

また、新型コロナウイルス感染症の流行によって、社会全体においてテレワーク等の多様な働き

方が広まり、地方回帰等の機運が高まった一方で、非正規雇用が多い女性の雇用環境が全国的に悪

化するとともに、在宅勤務の増加等の影響によるＤＶ被害の深刻化や女性の家庭生活における負担

が増大するなど、脆弱な生活基盤や固定的性別役割分担の意識による女性の負担等、男女共同参画

に関わる課題が顕在化したとされています。 

さらに、社会情勢の変化や、ライフスタイルの変化による市民ニーズの多様化・複雑化、様々な

困難を抱える女性への支援等新たな課題への対応も必要となっています。 

このような中、本市では、これまでの成果や、国・県の動向、令和６年度（２０２４年度）に実

施した市民意識調査の結果などを踏まえ、社会情勢の変化や新しい課題に対応し、市民・地域・団

体・事業者・市が協働して男女共同参画の取り組みを推進するため、引き続き「個性を認め合い い

きいきと活躍できるまち」をテーマに、「とうかいハーモニープラン～東海市男女共同参画プラン

Ⅳ～」（以下、「本計画」という。）を策定しました。 

なお、計画名は、男女の性別のみではなく、多様な性を含め、「だれもが自分らしく」地域社会

の中で「ハーモニー（調和）」できるようにという想いを込めて、「東海市男女共同参画プラン」に

「とうかいハーモニープラン」を新たに加え、「とうかいハーモニープラン～東海市男女共同参画

プランⅣ～」としました。 

  

１ 計画策定の趣旨 
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２ 計画の名称と位置付け 

 

（１）計画の名称とテーマ 

【計画の名称】 

とうかいハーモニープラン～東海市男女共同参画プランⅣ～ 

【テーマ】 

個性を認め合い いきいきと活躍できるまち 

 

 

（２）計画の位置付け 

●本計画は、「男女共同参画社会基本法」第１４条第３項に基づく、市町村男女共同参画計画で

す。 

●本計画は、「東海市男女共同参画推進条例」第９条に基づく、男女共同参画の推進に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するための計画（東海市男女共同参画基本計画）です。 

●本計画は、第７次東海市総合計画との整合性を図った計画です。 

●平成１９年（２００７年）の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」第

２条の３第３項で、「市町村は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該

市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本

的な計画を定めるよう努めなければならない」と定められています。本計画の一部は、この

法律に基づく市町村基本計画（東海市ＤＶ対策基本計画）としても位置付けます。 

●平成２７年（２０１５年）の「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第６条第

２項で、「市町村は、基本方針を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めるものとする。」と定められて

います。本計画の一部は、この法律に基づく市町村推進計画（東海市女性活躍推進計画）と

しても位置付けます。 

●令和４年（２０２２年）の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」第８条第３項

で、「市町村は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における

困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画を定めるよう努

めなければならない」と定められています。本計画の一部は、この法律に基づく市町村基本

計画（東海市困難な問題を抱える女性支援基本計画）としても位置付けます。 

２ 計画の名称と位置付け 
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男女共同参画 
社会基本法 

女性の職業生活に 
おける活躍の推進に 

関する法律 

配偶者からの暴力の 
防止及び被害者の 
保護に関する法律 

困難な問題を抱える 
女性への支援に 

関する法律 

法
律 

男女共同参画 

基本計画 

女性の職業生活に 
おける活躍の推進に 

関する基本方針 

配偶者からの暴力の 
防止及び被害者の保護の 

困難な問題を抱える 
女性への支援のための 国 

愛
知
県 

愛知県男女共同参画推進条例 

あいち男女共同参画プラン 
愛知県困難な問題を抱える女性支援及び 

ＤＶ防止基本計画 

東海市男女共同参画推進条例 

東
海
市
総
合
計
画 

とうかいハーモニープラン～東海市男女共同参画プランⅣ～ 

東
海
市 東海市困難な問題を抱える女性支援基本計画 

東海市女性活躍推進計画 

東海市男女共同参画基本計画 

東海市ＤＶ対策基本計画 

その他の分野別計画 

東海市健康増進計画 東海市総合福祉計画 

東海市こども計画 東海市地域防災計画 

等 

整合・連携 
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３ 計画の期間と対象 

 

（１）計画の期間 

本計画は、令和８年度（２０２６年度）を初年度とし、令和１７年度（２０３５年度）を最終年

度とした１０年間の計画です。令和１２年度（２０３０年度）までを前期、令和１３年度（２０３

１年度）からを後期と位置付けます。 

なお、国内外の動向をはじめ、社会経済情勢の変化や本計画の進み具合を考慮して、必要に応じ

て令和１２年度（２０３０年度）を目途に中間見直しを行います。 

■計画の期間 

計画等 
７ 

(2025) 
８ 

(2026) 
９ 

(2027) 
１０ 

(2028) 
１１ 

(2029) 
１２ 

(2030) 
１３ 

(2031) 
１４ 

(2032) 
１５ 

(2033) 
１６ 

(2034) 
１７ 

(2035) 

東海市 
第７次総合計画 

           

とうかいハーモニ
ープラン～東海市男

女共同参画プランⅣ～ 

           

           
           

愛知県 
           

国 
           

 

（２）計画の活動主体と対象 

本計画は、市民・地域・団体・事業者・市が協働して進めます。 

また、本計画の対象は、本市の在住者と在勤・在学者及び市内の事業者です。 

 

【活動主体】     【対 象】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 計画の期間と対象 

前期 プランⅢ 後期 

在勤・在学者 

在住者 

事業者 団体 

市 

事業者 

地域 

市民 
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４ 基本理念 

 

「基本理念」は、計画の基本となる考え方を示すもので、計画を推進する全ての活動主体が共有

するものです。 

本計画では、「東海市男女共同参画プランⅢ」で掲げた３つの基本理念「平等」「参画」「快適」

を継承し、さらなる男女共同参画の推進を目指します。 

■基本理念と基本理念が描くまちの姿   

４ 基本理念 

政策や方針の決定過程へ

の女性の参画推進、家事・

子育て・介護などへの男性

の参画推進などにより、だ

れもが自分の生き方を自

分の意思で選択でき、家

庭・地域・職場などあらゆ

る場に参画できるまちを

目指します。 

男女共同参画の理解を深

め、暴力などによる人権侵

害をなくすとともに、生涯

を通じた健康支援やだれ

もが安心して暮らせる環

境の整備により、毎日を快

適に生活できるまちを目

指します。 

個人の人権や多様性が尊

重され、社会の制度や慣行

の見直し及び意識改革な

どにより、家庭・地域・職

場などにおいて、だれもが

偏見や差別を受けること

がない平等なまちを目指

します。 

平 等 
平等になって 

いるまち 

参 画 
参画することが 

できるまち 

快 適 

できるまち 
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５ 本計画とＳＤＧｓの関係 

 

ＳＤＧｓとは Sustainable Development Goals の略で、日本語で「持続可能な開発目標」と

いいます。「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指すもので、

先進国、開発途上国全ての国々を含めた全世界共通の目標として、平成２７年（２０１５年）９月

に開催された国連サミットで採択されました。 

ＳＤＧｓでは、目標５として「ジェンダー平等の実現」を掲げており、女性に対する暴力の撤廃、

あらゆるレベルの意思決定への女性の参画の確保等が示されています。平成２７年（２０１５年）

９月に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」では、「ジェンダ

ー平等の実現と女性・女児の能力強化は、全ての目標とターゲットにおける進展において死活的に

重要な貢献をするものである」とされており、国の「第５次男女共同参画基本計画」においても、

ジェンダー平等の実現及びジェンダー主流化は、分野横断的な価値としてＳＤＧｓの全てのゴール

の実現に不可欠なものとされています。本計画においては、ＳＤＧｓの目標５を含む、17 の目標

全体の達成に向け、男女共同参画社会を実現するための取り組みを進めます。 

なお、ＳＤＧｓの目標年次が令和１２年（２０３０年）であることから、計画期間前半での施策

の進捗状況等により、必要に応じて本計画を見直す際にはＳＤＧｓの関連付けもあわせて見直すも

のとします。 

  

５ 計画とＳＤＧｓの関係性 

５ ジェンダー平等を 

実現しよう 

ジェンダーの平等を

達成し、すべての女性

と女児のエンパワー

メントを図る 
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６ 基本目標 

 

 

基本目標１ だれもが互いに理解・尊重し合えている 

性別にとらわれず、だれもが互いの違いを理解し、尊重し合える意識が市民や社会に浸透してい

る。 

 

 

基本目標２ だれもが多様な家庭生活・働き方を選択できている 

家庭や職場等において、互いに喜びや責任を分かち合い、だれもが自分の生き方を自分の意思で

選択できている。 

 

 

基本目標３ だれもがあらゆる分野への参画ができている 

政策・方針決定の過程や地域活動、防災・復興等、あらゆる分野における女性の活躍が進み、だ

れもが個人として能力を発揮し、活躍している。 

 

 

基本目標４ だれもが安心して快適に暮らしている 

だれもが互いの人権を尊重しつつ、生涯にわたって健康で安全・安心に暮らすことができている。 

６ 基本目標 
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７ 施策体系 

 

■３つの基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

７ 施策体系 

基本目標 施策 

３ だれもがあらゆる分野へ

の参画ができている 

５ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

６ 地域における男女共同参画の推進 

１ だれもが互いに 

理解・尊重し合えている 

１ 男女共同参画意識の啓発・促進 

２ 多様な性に関する理解促進 

７ 男女間における暴力の根絶 

 

８ 困難を抱える女性に関する支援 

 

９ 生涯を通じた健康支援 

４ だれもが安心して 

快適に暮らしている 

 東海市ＤＶ対策基本計画 

 東海市困難な問題を抱える女性支援基本計画 

２ ４ 職場における女性活躍・男女共同参画の推進 

 

３ 家庭における家事・育児・介護の分かち合い

促進 
だれもが多様な 

家庭生活・働き方を 

選択できている 

 東海市女性活躍推進計画 

快 適 

快適に暮らすことが 

できるまち 

参 画 

参画することが 

できるまち 

平 等 

平等になって 

いるまち 
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基本目標１ だれもが互いに理解・尊重し合えている 
   
現状と課題 
 

国では、男女共同参画を推進するための取組や制度などの整備が進められていますが、社会全体

の意識変革には至っておらず、その背景には長年にわたり人々の中に形成された固定的な性別役割

分担意識や性差に関する偏見・固定観念、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）がある

ことが指摘されています。 

意識調査結果によると、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方について、『反対派』

が約７割となっていますが、各分野における男女の地位の平等感をみると、依然として家庭や地域、

職場等において『男性優遇』の割合が高くなっており、固定的な性別役割分担意識は変化している

ものの、本市においても未だに性別による不平等感が根強く残っていることがうかがえます。市民

一人ひとりが自分自身の思い込みや偏見に気づき、正しい知識を身につけ、より多くの視点、幅広

い視野を持つことができるよう、継続的な啓発や学習機会の取組を進めていくことが重要です。 

また、だれもが互いに理解・尊重し合える社会の実現には、性的マイノリティを含めた多様性に

目を向け、だれもが暮らしやすく、また人権が尊重される環境をつくっていくことが重要です。 

本市では、令和６年（２０２４年）4 月に「パートナーシップ・ファミリーシップ宣言制度」を

開始するなど、市民の多様な生き方、働き方を支援する取組を進めています。今後も多様性への理

解を一層促進するとともに、だれもが自分らしく生きることを支援する取組の充実が必要です。 

 

目標と方向性 

✦男女共同参画に関する理解を促進し、性別にかかわらずだれもが尊重し合えるまちをめざし

ます。 

✦多様な性に関する啓発、多様な生き方や価値観を尊重する環境やしくみづくりを推進し、だ

れもが自分らしく生きられるまちをめざします。 

 

市民・地域・団体・事業者などの役割 
 

市民は、男女共同参画や多様な性に関する理解を深めるとともに、性別などにかかわらず、家庭

や地域で、だれもが互いを理解・尊重することに努めます。また、子ども・若者が、性別などにと

らわれない選択ができる家庭生活や学習などができるよう努めます。 

地域は、男女共同参画や多様な性に関する理解を深め、性別などにかかわらず、だれもが地域活

動に参加しやすい地域環境の推進に努めます。 

団体は、男女共同参画や多様な性に関する各種事業を実施し、市民・地域・事業者への啓発・理

解促進に努めます。 

事業者は、男女共同参画や多様な性に関する事業主や管理職の理解を深め、社内制度の充実や組

織風土の醸成を図るとともに、従業員の理解促進に向けた啓発などに努めます。 



  

- 34 - 

施策 
 

１ 
男女共同参画 

意識の啓発・ 

促進 

（１）市民への普及・啓発 

男女共同参画に関する知識の普及に向け、市民が男女共同参画に関する

情報に広く触れることができる機会を提供します。また、他の機関や団体

が実施する事業の支援を行います。 

主な 
事業 

❶男女共同参画啓発事業 

❷男女共同参画基本計画現状値調査事業 

（２）学習機会の提供 

男女共同参画について関心を持つ市民が、より深く学び理解を深めるこ

とができるよう、学習の機会を提供します。 

主な 
事業 ❶家庭教育シンポジウム開催事業 

（３）子ども・若者・高齢者への理解促進 

様々な年齢や性別、立場、価値観に応じて、それぞれの特性やニーズを

把握するための意見聴取の機会の検討を行うとともに、その内容を踏まえ

た情報発信や学習の機会を提供します。 

主な 
事業 ❶男女共同参画に関する出前講座 

    

成果指標 
基準値 

(令和６年度) 

めざそう値 
５年後 

(令和１２年度) 
１０年後 

(令和１７年度) 

１ 男は外で働き、女は家庭を守るべきという考え方に反対
する人の割合【１６歳以上】 

67.2％ 74.6％ 82.1％ 

２ 男は外で働き、女は家庭を守るべきという考え方に反対
する人の割合【児童・生徒】 

79.2％ 84.4％ 89.6％ 

３ 「社会全体として」男女平等であると感じる人の割合 17.4％ 23.9％ 30.3％ 
   

 

２ 
多様な性に 

関する理解促進 

（１）市民への周知啓発・相談支援体制の整備 

多様な性のあり方への理解を深められるよう、市民に対し、周知・啓発

を行うとともに、支援体制を整備します。 

主な 
事業 ❶多様な性に関する相談事業 

（２）子ども・若者・高齢者への理解促進 

様々な年齢や性別、立場、価値観などに応じた、多様な性のあり方への

理解と意識の向上を図るための情報発信や学習機会の提供を行います。 

主な 
事業 ❶多様な性に関する出前講座 

    

成果指標 
基準値 

(令和６年度) 

めざそう値 
５年後 

(令和１２年度) 
１０年後 

(令和１７年度) 

４ ＬＧＢＴＱ
エルジービーティキュー

＋
プラス

という言葉の認知度【１６歳以上】 45.2％ 51.7％ 58.1％ 

５ ＬＧＢＴＱ＋という言葉の認知度【児童・生徒】 18.6％ 25.4％ 32.2％ 

６ パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の認知度 12.6％ 19.7％ 26.8％ 
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基本目標２ だれもが多様な家庭生活・働き方を選択できている 
   
現状と課題 
 

近年、家庭のあり方が多様化し、核家族世帯や単身世帯が増加する中、共働き世帯も増加傾向に

あります。こうした状況のもと、性別にかかわらず家事、育児、介護などに参画し、仕事と生活の

調和（ワーク・ライフ・バランス）を図ることは重要な課題となっています。 

意識調査結果によると、平日の家事・子育てなどの時間は男性より女性の方が長くなっており、

家庭での役割分担は女性に偏っている状況です。一方で、男性の中には、家庭生活を優先したいと

望んでいても、現実には仕事を優先せざるを得ない状況もみられます。 

だれもがライフステージや希望に合わせて、充実した生活を送ることができるよう、男性の家

事・育児などへの参画とともに、多様で柔軟な働き方を推進する必要があります。 

女性の社会進出が進む中で、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現

を図ることを目的として、平成２８年（２０１６年）４月に「女性活躍推進法」が施行されました。

この法律は、令和８年（２０２６年）までの時限立法として位置づけられていましたが、賃金格差

など女性の活躍を取り巻く状況が十分に改善されていないことを受け、令和７年（２０２５年）６

月の「労働施策総合推進法」の一部改正により、期限を１０年間延長することが定められました。 

意識調査結果によると、職場における性別による不平等について、職種や雇用形態、昇進・昇格、

賃金・昇給、育児休業の取得のしやすさにおいて不平等が「ある」と回答した人が３割を超えてお

り、本市においても同様の課題がみられます。 

また、事業所調査によると、管理職への女性登用の意向は全体で７割を超えており、企業の女性

管理職に対する意向は高まってきていることがうかがえますが、事業所の規模などにより、積極的

な登用に対する意向には大きな差があるのが現状です。 

性別にかかわらず能力や希望に応じて活躍することのできる職場環境の整備に向けて、きめ細か

な支援が必要です。 

 

目標と方向性 

✦性別にかかわらず、家事・育児・介護などに主体的にかかわっていくための意識づくりや、

仕事との両立支援などにより、多様な選択ができるまちをめざします。 

✦女性活躍を推進することで、職場において、だれもが能力や希望に応じていきいきと活躍で

きるまちをめざします。 

 

市民・地域・団体・事業者などの役割 
 

市民は、性別にかかわらず、家事・育児・介護などに協力し合うとともに、仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）を図ることに努めます。 

団体は、家事・育児・介護の分かち合いや女性の活躍支援に関する各種事業を実施し、市民・地

域・事業者への啓発・理解促進に努めます。 

事業者は、ワーク・ライフ・バランスやだれもがともに働きやすい職場づくり、女性の活躍推進

に関する取組の推進に努めます。 
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施策 
 

３ 
家庭における 

家事・育児・介護 

の分かち合い 

促進 

（１）仕事と子育て等の両立支援 

子育て家庭や家族の介護が必要な家庭における多様な働き方を支援す

るため、各種子育て支援サービスや介護保険サービスなどを提供すると

ともに、サービス内容の充実を図ります。 

主な 
事業 

❶放課後児童健全育成事業  

❷認知症地域支援推進事業 

（２）男性の家事・育児等への参画促進 

男性が主体的に家事・育児・介護等に参画できるよう、情報提供や各

種講座を実施します。 

主な 
事業 

❶子育て広場開催事業  

❷男女共同参画に関する出前講座 
    

成果指標 
基準値 

(令和６年度) 

めざそう値 
５年後 

(令和１２年度) 
１０年後 

(令和１７年度) 

７ 多様な保育ニーズに対応できる場所があると感じている
１８歳以下の子どもを持つ人の割合 

66.9％ 74.8％ 82.8％ 

８ 家事・育児・介護に「関わっている」男性の割合 73.1％ 78.0％ 82.8％ 
   

 

４ 
職場における 

女性活躍・男女 

共同参画の推進 

 

（１）職場における女性活躍促進 

職場において女性活躍が促進されるよう、市内の企業等に向けた情報

発信や各種講座等を実施します。市においては、「特定事業主行動計画」

に基づき、女性職員の活躍を推進します。 

主な 
事業 

❶女性の活躍支援講座等開催事業  

❷あいち女性輝きカンパニー認証制度の啓発 

（２）だれもが働きやすい職場づくり 

性別にかかわらず、希望に応じて働き続けることができるよう、女性

のリスキリングや就労支援、キャリア形成支援、起業に関する支援など

を行います。また、市内の企業等に向けた情報提供や啓発を行います。 

主な 
事業 

❶人材育成補助事業  

❷ファミリー・フレンドリー企業登録制度の啓発 
    

成果指標 
基準値 

(令和６年度) 

めざそう値 
５年後 

(令和１２年度) 
１０年後 

(令和１７年度) 

９ 職場において男女平等であると感じる人の割合 33.6％ 40.8％ 48.1％ 

10 女性の管理職がいる事業所の割合 27.1％ 32.5％ 38.0％ 

11 市の管理職に占める女性職員の割合 23.2％ 25.0％ 30.0％ 
   

  

「家庭生活」とは「家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その

他の家庭生活における活動」（東海市男女共同参画推進条例第３条第４項）   

 東海市女性活躍推進計画 
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基本目標３ だれもがあらゆる分野への参画ができている 
   
現状と課題 
 

男女共同参画社会の実現に向けては、男女があらゆる分野における活動に参画することが必要で

すが、我が国では諸外国に比べて特に政策・方針決定過程への女性の参画が不十分な状況です。 

本市における審議会委員の女性割合は、令和６年度（２０２４年度）で２７.５％となっており、

全国平均の２９.０％、愛知県平均の２９.６％を下回っている状況です。政策・方針決定過程への

女性の参画を推進するための気運づくり、支援体制の整備などが必要です。 

地域においては、今後さらなる少子高齢化の進行が見込まれる中、地域の活力の維持・向上のた

めには、地域活動などにおける女性や若者など多様な主体の参画がますます重要となります。 

地域活動の中でも、防災分野における男女共同参画は、国においても重点的に取り組まれている

分野です。東日本大震災をはじめとするこれまでの災害において、様々な意思決定過程への女性の

参画が十分に確保されず、女性と男性の違いが適切に配慮されないといった課題が生じたことを踏

まえ、令和２年（２０２０年）５月には「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点

からの防災・復興ガイドライン～」が示されました。 

本市においても、防災会議委員に占める女性割合は２割未満にとどまっており、意思決定の場面

における男女共同参画の推進が課題です。防災、災害時、復興時などの各段階において、意思決定

の場及び現場における女性の参画を拡大し、ジェンダーの視点を取り入れた取組を進めていく必要

があります。 

 

目標と方向性 

✦審議会や委員会など様々な政策・方針決定過程において、女性の参画を促進し、多様な視点

や意見が大切にされるまちをめざします。 

✦地域活動や防災活動における男女共同参画の視点を取り入れ、持続可能なまちをめざしま

す。 

 

市民・地域・団体・事業者などの役割 
 

市民は、審議会などの委員に応募するとともに、まちづくりや地域づくりに関心を持ち、地域活

動に参加するように努めます。 

地域は、性別などにかかわらず、だれもが地域活動に参画できる地域環境の推進に努めます。 

団体は、女性の活躍支援や男女共同参画の視点に立った防災に関する各種事業を実施し、市民・

地域・事業者への啓発・理解促進に努めます。 

事業者は、性別などにかかわらず、管理職や役員などを登用し、だれもが活躍できる機会を設け

るとともに、女性リーダーの育成に努めます。   
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施策 
 

５ 
政策・方針決定 

過程への女性の

参画拡大 

（１）政策決定過程への女性参画 

女性が参画しやすい環境やしくみを整備し、審議会などへの女性委員の

登用を促進します。また、市職員の性別にかかわらない能力開発と人材育

成を行うとともに、管理職への女性職員の積極的な登用を促進します。 

主な 
事業 

❶職員研修開催事業  

❷審議会などへの女性委員の登用推進 

（２）方針決定過程への女性参画 

事業所などで女性がいきいきと活躍できるよう、男女共同参画に関する

情報提供や、講座・情報交換会などによる啓発を行います。 

主な 
事業 

❶女性の活躍支援講座等開催事業  

❷あいち女性輝きカンパニー認証制度の啓発 
    

成果指標 
基準値 

(令和６年度) 

めざそう値 
５年後 

(令和１２年度) 
１０年後 

(令和１７年度) 

12 審議会・委員会などの女性委員の登用率 33.9％ 37.5％ 40.0％ 
   

 

６ 
地域における 

男女共同参画 

の推進 

（１）地域活動への参画推進 

地域活動において多様な主体の参画が進むよう、地域における男女共同

参画の推進や、女性の地域活動への参画促進に向けた取組を支援します。 

主な 
事業 

❶市民活動センター管理運営  

❷地域活動・市民活動への参画の啓発 

（２）男女共同参画の視点に立った防災活動の推進 

男女共同参画の視点を取り入れた防災・復興体制を確立するため、防災

会議などにおける女性の参画促進や人材育成を推進します。また、災害時

における男女共同参画の視点や、様々な避難者ニーズに配慮した対応の重

要性について、周知・啓発を図ります。 

主な 
事業 

❶地域防災リーダー育成事業  

❷女性消防団員の育成・支援 
    

成果指標 
基準値 

(令和６年度) 

めざそう値 
５年後 

(令和１２年度) 
１０年後 

(令和１７年度) 

13 地域において男女平等であると感じる人の割合 47.0％ 52.8％ 58.5％ 

14 防災リーダー研修の修了生における女性の割合 46.7％ 50.0％ 50.0％ 
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基本目標４ だれもが安心して快適に暮らしている 
   
現状と課題 
 

ＤＶやハラスメントは、人権を侵害し、男女共同参画社会の形成を阻害する重大な課題であり、

その根絶に向けた環境づくりを社会全体で継続的に進めていく必要があります。近年、デートＤＶ

やストーカー行為、情報通信機器を通じた嫌がらせなど、暴力の形態が多様化・複雑化しています。

令和 5 年（２０２３年）12 月に改正された「DV防止法」では、ＳＮＳ等を用いたつきまといや

監視行為の禁止、命令違反に対する罰則の強化など、被害者保護の拡充が図られました。 

DV が重大な人権侵害のみならず、犯罪行為となる場合があることに加えて、DV には殴る、蹴

るなどの身体的暴力だけでなく、精神的暴力や社会的暴力、経済的暴力、性的暴力などを含むこと

について啓発する必要があります。 

意識調査結果によると、ＤＶ被害に遭った際にだれにも相談しなかった人が約５割となっており、

特に男性では約７割と高くなっています。また、ＤＶの相談窓口について知らない人は約５割とな

っており、相談窓口の周知を進める必要があります。 

さらに、令和６年（２０２４年）４月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施

行されました。男女の経済格差に起因する生活困窮の問題や性暴力・性犯罪被害、家庭問題や孤独・

孤立などの多様な問題を抱える女性への支援を、関係機関等と連携しながら進めていく必要があり

ます。 

また、生涯を通じた健康の保持のためには、健康に影響する環境や生理的変化、疾患の罹患状況

等が男女で異なることに鑑み、性差に応じた適切な保健・医療を受けることが必要です。 

 

目標と方向性 

✦ＤＶやハラスメントなど、性別に基づく暴力に対する意識を向上するとともに、被害者に対

する支援策を充実し、暴力が起きない、見逃さないまちをめざします。 

✦様々な困難を抱える女性への支援を充実させ、自立と社会参加を支援し、だれも取り残さな

いまちをめざします。 

✦ライフステージに応じて自らの健康を守ることができるよう、性差に応じた適切な支援を行

い、生涯を通じて健康に暮らせるまちをめざします。 

 

市民・地域・団体・事業者などの役割 
 

市民は、ＤＶやハラスメントなどの人権を侵害する暴力行為に対する認識を深め、何かあったと

きは相談や通報をします。また、生活上の様々な困難を抱える女性は市やその他の関係機関に必要

に応じて相談します。加えて、ライフステージに合わせた健康づくりに努めます。 

地域は、だれもが安心して暮らせるよう地域で見守りを行うように努めます。 

団体は、ＤＶやハラスメント、困難を抱える女性への支援、健康づくりに関する各種事業や相談

支援の実施に努めます。 

事業者は、職場でのハラスメント防止や従業員の健康診断の機会確保に努めます。 
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施策 
 

７ 
男女間における 

暴力の根絶 
 

（１）啓発活動の推進 

ＤＶ、ハラスメントなどの暴力被害防止に関して正しい知識を普及するた

め、多様な媒体や機会を通して啓発を行います。 

主な 
事業 ❶ＤＶ・ハラスメント防止の啓発  

（２）相談支援体制の整備 

被害者が安心して相談できる DV 相談体制を整備するとともに、相談窓口

に関する情報発信を行い、被害者を早期に必要な支援につなげられる環境を構

築します。また、相談窓口担当者の専門性や対応力の向上に努めます。 

主な 
事業 ❶女性のための悩みごと相談事業 

     

成果指標 
基準値 

(令和６年度) 

めざそう値 
５年後 

(令和１２年度) 
１０年後 

(令和１７年度) 

15 ＤＶに関する相談窓口を知っている人の割合 30.6％ 38.9％ 47.2％ 

16 ＤＶ被害経験者のうち「だれにも相談しなかった」人の
割合 

35.8％ 28.9％ 21.9％ 

    
 

８ 
困難を抱える 

女性に関する 

支援 
 

（１）相談支援体制の整備・自立支援の推進 

生活上の様々な困難を抱える女性が安心して相談できるよう、市役所相談窓

口に女性相談員（フェミニストカウンセラー）を配置します。また、関係機関

や民間団体と連携した相談支援体制を構築し、就労や居住の支援など自立に向

けた包括的な支援を推進します。 

主な 
事業 

❶女性のための悩みごと相談事業  

❷母子・父子自立支援員設置事業 
    

成果指標 
基準値 

(令和６年度) 

めざそう値 
５年後 

(令和１２年度) 
１０年後 

(令和１７年度) 

17 女性のための悩みごと相談窓口を知っている人の割合 14.4％ 21.2％ 28.1％ 
    

 

ＤＶにあたる暴力とは、殴る、蹴るなどの身体的暴力だけを指すものではありません。精神的暴力（無

視する、暴言を吐く、傷つけることを言うなど）、社会的暴力（束縛する、携帯やメールなどで行動をチ

ェックするなど）、経済的暴力（生活費を渡さない、借金を強要するなど）、性的暴力（性行為を強要する、

避妊に協力しないなど）など、さまざまな行為があります。 

  また、男性から女性に対してだけではなく、女性から男性に対するＤＶもあります。 

  

 東海市ＤＶ対策基本計画 

 
東海市困難な問題を 

抱える女性支援基本計画 
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９ 
生涯を通じた 

健康支援 

 

（１）性差に応じた健康支援 

生涯を通じて男女の性別に応じた健康の保持・増進ができるよう、健康に関

する情報提供や、各種健診や相談、予防接種を実施します。 

主な 
事業 

❶健康相談事業  

❷がん検診事業 

（２）妊娠・出産に関する健康支援 

女性が安心して子どもを産むことができるよう、各種医療費の助成などの支

援を行います。 

主な 
事業 

❶妊娠医療費助成  

❷妊産婦総合相談事業 
    

成果指標 
基準値 

(令和６年度) 

めざそう値 
５年後 

(令和１２年度) 
１０年後 

(令和１７年度) 

18 年に１回は健康診断を受けている人の割合 78.1％ 83.5％ 89.0％ 

19 がん検診を定期的に受けている人の割合 40.9％ 48.2％ 55.5％ 

20 ゆったりとした気分で乳児と過ごせる時間がある人の割合 91.6％ 93.7％ 95.8％ 
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１ 推進体制 

 

男女共同参画に関する施策は、市政全般にわたる重要な取り組みであることから、県や国、近隣

自治体などの関係機関や、市民・地域・団体・事業者などと連携を図りながら、市の関係各課の連

携を強化し男女共同参画の実現に取り組んでいきます。 

市における推進体制である「東海市男女共同参画推進本部会議」及び「東海市 男女共同参画推

進会議」を中心に、関係各課、地域・団体や事業者などとの連携を図りながら、男女共同参画の施

策の総合的かつ計画的な推進に努めます。また、市職員の男女共同参画に関する理解を深め、意識

を高めるために、職員や教職員の研修などの充実に努めます。 

 

 

２ 計画の進捗管理 

 

男女共同参画を適切かつ計画的に推進するため、市民や事業者などの意見を把握するとともに、

「東海市男女共同参画審議会」において、施策の改善状況や問題を定期的に審議するなど、計画の

進捗管理に努めます。 
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１ 成果指標の算出方法 

 
 

指標 算出方法 
基準値 

(令和６年度) 

めざそう値 

５年後 
(令和１２年度) 

１０年後 
(令和１７年度) 

基本目標１ だれもが互いに理解・尊重し合えている 

１ 

男は外で働き、女は家庭

を守るべきという考え方

に反対する人の割合【１

６歳以上】 

市民アンケートで「どちらかといえ

ば反対」「反対」と回答した人の数

／アンケート回答総数×100 

67.2％ 74.6％ 82.1％ 

２ 

男は外で働き、女は家庭

を守るべきという考え方

に反対する人の割合【児

童・生徒】 

児童・生徒アンケートで「どちらか

といえば反対」「反対」と回答した

児童・生徒の数／アンケート回答総

数×100 

79.2％ 84.4％ 89.6％ 

３ 

「社会全体として」男女

平等であると感じる人の

割合 

市民アンケートで「平等である」と

回答した人の数／アンケート回答

総数×100 

17.4％ 23.9％ 30.3％ 

４ 
ＬＧＢＴＱ
エルジービーティキュー

＋
プラス

という言

葉の認知度【１６歳以上】 

市民アンケートで「内容を知ってい

る」と回答した人の数／アンケート

回答総数×100 

45.2％ 51.7％ 58.1％ 

５ 
ＬＧＢＴＱ＋という言葉

の認知度【児童・生徒】 

児童・生徒アンケートで「内容を知

っている」と回答した児童・生徒の

数／アンケート回答総数×100 

18.6％ 25.4％ 32.2％ 

６ 

パートナーシップ・ファ

ミリーシップ宣誓制度の

認知度 

市民アンケートで「内容を知ってい

る」と回答した人の数／アンケート

回答総数×100 

12.6％ 19.7％ 26.8％ 

基本目標２ だれもが多様な家庭生活・働き方を選択できている 

７ 

多様な保育ニーズに対応

できる場所があると感じ

ている１８歳以下の子ど

もを持つ人の割合 

市民アンケートで「そう思う」「ど

ちらかといえばそう思う」と回答し

た人の数／アンケート回答総数×

100 

66.9％ 74.8％ 82.8％ 

８ 
家事・育児・介護に「関

わっている」男性の割合 

市民アンケートで「30 分未満」「30

分～１時間未満」「１～３時間未満」

「３～５時間未満」「５時間以上」

（「まったく関わっていない」以外）

と回答した人の数／アンケート回

答総数×100 

73.1％ 78.0％ 82.8％ 

９ 
職場において男女平等で

あると感じる人の割合 

市民アンケートで「平等である」と

回答した人の数／アンケート回答

総数×100 

33.6％ 40.8％ 48.1％ 

１０ 
女性の管理職がいる事業

所の割合 

事業所アンケートで「女性管理職が 

いる」と回答した事業所の数／アン

ケート回答総数×100 

27.1％ 32.5％ 38.0f％ 

１１ 
市の管理職に占める女性

職員の割合 

市一般行政職における女性の管理

職員数（主幹級以上）／総管理職員

数×１００ 

23.2％ 25.0％ 30.0％ 

１ 成果指標の算出方法 
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指標 算出方法 
基準値 

(令和６年度) 

めざそう値 

５年後 
(令和１２年度) 

１０年後 
(令和１７年度) 

基本目標３ だれもがあらゆる分野への参画ができている 

１２ 
審議会・委員会などの女

性委員の登用率 

審議会などの女性委員数／審議会

などの総委員数×１００ 
33.9％ 37.5％ 40.0％ 

１３ 
地域において男女平等で

あると感じる人の割合 

市民アンケートで「平等である」と

回答した人の数／アンケート回答

総数×100 

47.0％ 52.8％ 58.5％ 

１４ 
防災リーダー研修の修了

生における女性の割合 

地域防災リーダー育成事業の女性

修了生／総修了生×１００ 
46.7％ 50.0％ 50.0％ 

基本目標４ だれもが安心して快適に暮らしている 

１５ 
ＤＶに関する相談窓口を

知っている人の割合 

市民アンケートで「はい」と回答し

た人の数／アンケート回答総数×

100 

30.6％ 38.9％ 47.2％ 

１６ 

ＤＶ被害経験者のうち

「だれにも相談しなかっ

た」人の割合 

市民アンケートで「だれにも相談し

なかった」と回答した人の数／アン

ケート回答総数×100 

35.8％ 28.9％ 21.9％ 

１７ 

女性のための悩みごと相

談窓口を知っている人の

割合 

市民アンケートで「はい」と回答し

た人の数／アンケート回答総数×

100 

14.4％ 21.2％ 28.1％ 

１８ 
年に１回は健康診断を受

けている人の割合 

市民アンケートで「はい」と回答し

た人の数／アンケート回答総数×

100 

78.1％ 83.5％ 89.0％ 

１９ 
がん検診を定期的に受け

ている人の割合 

市民アンケートで「はい」と回答し

た人の数／アンケート回答総数×

100 

40.9％ 48.2％ 55.5％ 

２０ 

ゆったりとした気分で乳

児と過ごせる時間がある

人の割合 

４か月児健診問診項目で「はい」と

回答した人の数／アンケート回答

総数×100 

91.6％ 93.7％ 95.8％ 
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２ 男女共同参画社会基本法 

 
 

平成１１年６月２３日法律第７８号 改正 

平成１１年７月１６日法律第１０２号 

同 １１年１２月２２日同 第１６０号 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際

社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、

互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男

女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を２１世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会

のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団

体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現するこ

との緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を

明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同

参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、

かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

（２）積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか

一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受

けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、

行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映し

て、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する

要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす

影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民

間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護そ

の他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うこと

ができるようにすることを旨として、行われなければならない。 

２ 男女共同参画社会基本法 
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（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参

画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、

及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその

他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第１０条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画

社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第１１条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の

措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第１２条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。 

 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第１３条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社

会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

（１）総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

（２）前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要

な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなけれ

ばならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければ

ならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第１４条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

（１）都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

（２）前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるよう

に努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞
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なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第１５条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに

当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第１６条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じな

ければならない。 

（苦情の処理等） 

第１７条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼ

すと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社

会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

（連携及び協働の促進） 

第１８条 国及び地方公共団体は、国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を行う

民間の団体その他の関係者が相互に連携と協働を図ることにより男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の効果

的な推進が図られることに鑑み、これらの者の間における協議の促進その他の関係者相互間の連携と協働を促進するた

めに必要な施策を講ずるように努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、前項の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策を推進するための拠点としての機能

を担う体制を、単独で又は共同して、確保するように努めるものとする。 

（人材の確保等） 

第１８条の２ 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定及び実施に関する業務並びに

民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動に従事する人材の確保、養成及び資質の向

上に必要な施策を講ずるように努めるものとする。 

（調査研究） 

第１８条の３ 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の国及

び地方公共団体の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定及び実施に資する調査研究を推進するように努

めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第１９条 国は、前３条に定めるもののほか、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び

民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を支援するため、助言、情報の提供その他

の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第２０条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換その

他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるも

のとする。 

 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第２１条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２２条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）男女共同参画基本計画に関し、第１３条第３項に規定する事項を処理すること。 

（２）前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基

本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

（３）前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意

見を述べること。 
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（４）政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同参画

社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べるこ

と。 

（組織） 

第２３条 会議は、議長及び議員２４人以内をもって組織する。 

（議長） 

第２４条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第２５条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

（１）内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

（２）男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の１０分の５未満であってはならない。 

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の１０分の４未満であっ

てはならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第２６条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第２７条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査

に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必

要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第２８条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第３条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第１条の規定により

置かれた男女共同参画審議会は、第２１条第１項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものと

する。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第４条第１項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員である者

は、この法律の施行の日に、第２３条第１項の規定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合に

おいて、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第２項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法

第４条第２項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第５条第１項の規定により定められた男女共同参画審議会の会長である者

又は同条第３項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第２４条第１項の規定に

より審議会の会長として定められ、又は同条第３項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名された

ものとみなす。  
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３ 東海市男女共同参画推進条例 

 

 

平成１６年９月２９日 条例第２５号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにすると

ともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、男女共同参画の推進に関する施策

を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「男女共同参画」とは、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、地域、

学校、職場その他の社会のあらゆる分野（以下「社会のあらゆる分野」という。）における活動に参画する機会が確保

され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うこと

をいう。 

２ この条例において「積極的改善措置」とは、前項に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内に

おいて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けな

いこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行

われなければならない。 

２ 男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響

をできる限り中立なものとするよう配慮されなければならない。 

３ 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は民間の団体における方針の立案及

び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。 

４ 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家

庭生活における活動（以下「家庭生活における活動」という。）について家族の一員としての役割を円滑に果たし、か

つ、家庭生活における活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。 

５ 男女共同参画の推進は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策（積

極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施しなければならない。 

２ 市は、市民及び事業者と連携して男女共同参画の推進に取り組まなければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、社会のあらゆる分野において、積極的に男女共同参画の推進に努めるとともに、

市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、積極的に男女共同参画の推進に取り組むと

ともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（男女共同参画を阻害する行為の禁止） 

第７条 何人も、社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いを行ってはならない。 

２ 何人も、社会のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメント（性的な言動によりその言動を受けた個人の生

活環境を害すること又は性的な言動に対する個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。）を行ってはな

らない。 

３ 何人も、男女間における暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を行ってはならない。 

（公衆に表示する情報への配慮） 

３ 東海市男女共同参画推進条例 
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第８条 何人も、公衆に広く表示する情報において、その情報が社会に及ぼす影響にかんがみ、性別による固定的な役割

分担及び男女間における暴力を正当化し、及び助長する表現並びに過度の性的な表現を行わないように配慮するよう努

めなければならない。 

（基本計画） 

第９条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会基本法（平

成１１年法律第７８号）第１４条第３項に規定する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めなければならな

い。 

２ 市長は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、東海市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、基本計画を定めるに当たっては、市民及び事業者の意見を反映することができるよう努めなければならない。 

４ 市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。 

５ 前３項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第１０条 市は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の

推進について配慮しなければならない。 

（理解を深めるための措置） 

第１１条 市は、市民及び事業者が男女共同参画に関する理解を深めるため、広報活動に努めるとともに、男女共同参画

に関する教育が促進されるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（積極的改善措置） 

第１２条 市は、社会のあらゆる分野における活動において、男女間に参画する機会の格差が生じている場合は、市民及

び事業者と協力し、積極的改善措置を講ずるよう努めなければならない。 

（雇用の分野における男女共同参画の推進） 

第１３条 市は、事業者に対し、雇用の分野において男女共同参画が推進されるよう、情報の提供その他の必要な支援を

行うよう努めなければならない。 

２ 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画の推進に関する広報活動及び調査の実施について協

力を求めることができる。 

３ 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画の推進に関し報告を求め、及び適切な措置を講ずる

よう協力を求めることができる。 

（市民及び事業者の活動に対する支援） 

第１４条 市は、市民及び事業者が実施する男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供、当該活動を

支援するための拠点の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（家庭生活における活動と家庭生活における活動以外の活動との両立支援） 

第１５条 市は、男女が共に、家庭生活における活動と家庭生活における活動以外の活動との両立ができるよう、情報の

提供、相談その他の必要な支援の実施に努めなければならない。 

（実施状況の公表） 

第１６条 市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を公表しなければならない。 

（施策に対する意見及び人権侵害の申出等） 

第１７条 市民及び事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画に影響を及ぼすと認めら

れる施策についての意見を市長に申し出ることができる。 

２ 市民は、男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権を侵害された場合には、市長にその旨を申し出ることがで

きる。 

３ 市長は、前２項の規定による申出があったときは、東海市男女共同参画審議会に報告するとともに、適切な処理に努

めなければならない。 

（東海市男女共同参画審議会） 

第１８条 市長の諮問に応じ、基本計画の策定及び変更その他男女共同参画の推進に関する重要事項について調査審議す

るため、東海市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況及び前条第３項の規定により報告のあった事項について調査
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審議し、市長に意見を述べることができる。 

３ 審議会は、委員１２人以内で組織する。 

４ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の１０分の４未満とならないものとする。 

５ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）学識経験を有する者 

（２） 男女共同参画の推進に関し知識及び理解のある者 

（３） 市内に住所を有する者 

６ 市長は、前項の規定により市内に住所を有する者のうちから委員を委嘱しようとするときは、東海市審議会等の委員

の公募に関する条例（平成１６年東海市条例第１１号）の定めるところにより、当該委員の公募を実施するものとする。 

７ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

８ 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

９ 第３項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成１６年１１月１日から施行する。ただし、第１８条第６項の規定は、公布の日から施行する。 
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４ 東海市男女共同参画審議会 

 

 

○東海市男女共同参画審議会規則 

平成１６年１０月２１日規則第３０号 

改正 平成１８年３月３１日規則第１６号 

平成２６年３月２８日規則第５号 

令和６年３月２９日規則第６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東海市男女共同参画推進条例（平成１６年東海市条例第２５号）第１８条第９項の規

定に基づき、東海市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（会長） 

第２条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第３条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会においては、会長が議長となる。 

３ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 

４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第４条 審議会の庶務は、総務部市民協働課において処理する。 

（雑則） 

第５条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、平成１６年１１月１日から施行する。 

附 則（平成１８年規則第１６号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年規則第５号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年規則第１６号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。  

４ 東海市男女共同参画審議会 
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５ 東海市男女共同参画推進本部・推進会議 

 

 

○東海市男女共同参画推進本部設置規程 

平成１７年８月２２日訓令第１０号 

改正 平成１８年３月３１日訓令第６号 

平成１９年３月２日訓令第４号 

平成２１年３月２０日訓令第７号 

平成２１年９月３０日訓令第３２号 

平成２１年１１月２７日訓令第５１号 

平成２６年３月２８日訓令第８号 

平成２８年３月３１日訓令第 8 号 

平成３１年３月２９日訓令第１２号 

令和６年３月２９日訓令第６号 

（設置） 

第１条 市における男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、東海市男女共

同参画推進本部（以下「本部」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）男女共同参画基本計画の策定及び実施に関すること。 

（２） その他男女共同参画の推進に係る重要事項に関すること。 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は総務部の事務を担任する副市長を、副本部長は総務部長をもって充てる。 

３ 本部員は、教育長の職にある者及び市長が本部員を命じた者とする。 

（本部長及び副本部長の職務） 

第４条 本部長は、本部を総括する。 

２ 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 本部の会議は、本部長が必要と認めるときに招集し、副本部長が議長となる。 

２ 本部長は必要があると認めるときは、本部員以外の者を本部の会議に出席させることができる。 

（男女共同参画推進会議） 

第６条 本部の事務を補助させるため、男女共同参画推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。 

２ 推進会議は、２４人以内の委員をもって組織し、委員は本部長の指名する者をもって充てる。 

３ 推進会議に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。 

４ 委員長は、推進会議の事務を総理する。 

５ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代

理する。 

６ 推進会議の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

（部会） 

第７条 委員長は、推進会議の事務のうち、個別事項について専門的に検討するため、部会を置くことがで

５ 東海市男女共同参画推進本部・推進会議 
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きる。 

２ 部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。 

３ 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者を部会の会議に出席させることができる。 

（庶務） 

第８条 本部及び推進会議の庶務は、総務部市民協働課において処理する。 

２ 部会の庶務は、委員長の指定する課等において処理する。 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が、推進会議及び部会の運営

に関し必要な事項は委員長が定める。 

附 則 

この訓令は、平成１７年８月２２日から施行する。 

附 則（平成１８年訓令第６号） 

この訓令は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年訓令第４号） 

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年訓令第７号） 

この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年訓令第３２号） 

この訓令は、平成２１年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２１年訓令第５１号） 

この訓令は、平成２１年１１月２７日から施行する。 

附 則（平成２６年訓令第８号） 

この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則(平成２８年訓令第８号) 

この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則(平成３１年訓令第１２号) 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則(令和６年訓令第６号) 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。  
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６ 東海市男女共同参画基本計画の策定過程 

 

 

今後作成 
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７ 女性活躍推進法 

 
 

（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律） 

平成２７年法律第６４号 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮

して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」という。）が一層重要となっていることに

鑑み、男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推

進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び

事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性

の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、

国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第２条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思

によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職

業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場におけ

る慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮し、併せて、女性の健康上の特性に留意して、その個

性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関

する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、

家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活

動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等によ

り、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重さ

れるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則（次条及び第５条

第１項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、

及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第４条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会

の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。 

 

第２章 基本方針等 

（基本方針） 

第５条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施する

ため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１）女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

（２）事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

（３）女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

７ 女性活躍推進法 
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イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ 職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な措置に関する事項 

ニ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

（４）前３号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第６条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して、当

該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画（次項において「市町村推

進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

 

第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針 

第７条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合

的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第１項に規定する一般事業主行動計画及び第１９

条第１項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下

「事業主行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるものと

する。 

（１）事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

（２）女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

（３）その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

第２節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第８条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が１００

人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生

労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１）計画期間 

（２）女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

（３）実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定める

ところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位

にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握

し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これ

を定めなければならない。この場合において、前項第２号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割

合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の
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数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところに

より、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところに

より、これを公表しなければならない。 

６ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定め

られた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が１００人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事

業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これ

を変更したときも、同様とする。 

８ 第３項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、第４

項から第６項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合について、それ

ぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第９条 厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令

で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実

施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことがで

きる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第１０条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供する物、

商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第１４条第１項

において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 

（認定の取消し） 

第１１条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第９条の認定を取り消すことがで

きる。 

（１）第９条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

（２）この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

（３）不正の手段により第９条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第１２条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主につ

いて、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取

組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保等に関する法律（昭和４７年法律第１０３号）第１３条の２に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護

休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）第２９条に規定する業務を担当す

る者を選任していること、当該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものである

ことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第１３条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一般事業主」という。）については、第８条第１項及び第７

項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第１４条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第１０条第２項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 
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第１５条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第１２条の認定を取り消すこ

とができる。 

（１）第１１条の規定により第９条の認定を取り消すとき。 

（２）第１２条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

（３）第１３条第２項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 

（４）前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

（５）不正の手段により第１２条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第１６条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が３００人以

下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が

当該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第３６条第１項及び第３項の規定は、

当該構成員である中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設

立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接

の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対

して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うもので

あって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適

合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り

消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募

集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出

なければならない。 

５ 職業安定法第３７条第２項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第５条の３第１項及び第４項、

第５条の４第１項及び第２項、第５条の５、第３９条、第４１条第２項、第４２条、第４８条の３第１項、第４８条の

４、第５０条第１項及び第２項並びに第５１条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者につい

て、同法第４０条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法

第５０条第３項及び第４項の規定はこの項において準用する同条第２項に規定する職権を行う場合について、それぞれ

準用する。この場合において、同法第３７条第２項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律第１６条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同

法第４１条第２項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第３６条第２項及び第４２条の２の規定の適用については、同法第３６条第２項中「前項の」とあるのは

「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第４

２条の２中「第３９条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２

７年法律第６４号）第１６条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次

項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第２項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。 

第１７条 公共職業安定所は、前条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、

雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導する

ことにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第１８条 国は、第８条第１項若しくは第７項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又はこれ

らの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事

業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。 

第３節 特定事業主行動計画 
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第１９条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」という。）

は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）を定めなければならな

い。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１）計画期間 

（２）女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

（３）実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用し

た職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職

員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。

この場合において、前項第２号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異

の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければ

ならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を

講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも１回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成

するよう努めなければならない。 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第２０条 第８条第１項に規定する一般事業主（常時雇用する労働者の数が３００人を超えるものに限る。）は、厚生労

働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女

性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 

（１）その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

（２）その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第８条第１項に規定する一般事業主（前項に規定する一般事業主を除く。）は、厚生労働省令で定めるところにより、

職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関

する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表しなければならない。 

３ 第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女

性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する第１項各号に掲げる情報の少なく

ともいずれか一方を定期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第２１条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資する

よう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければなら

ない。 

（１）その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

（２）その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績 

 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第２２条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の必

要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営も



資料編 

- 63 - 

うとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要

な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣

府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関し

て知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第２３条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置

その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第２４条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他の特別

の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用

に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）

の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するように努

めるものとする。 

（啓発活動） 

第２５条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、その

協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第２６条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性の職業生活におけ

る活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第２７条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び地

方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第２２条第１項の規定により国が講ずる措置及び

同条第２項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な

情報を活用することにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実

施されるようにするため、関係機関により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第２２条第３項の規定による事務の委託がされて

いる場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができ

る。 

（１）一般事業主の団体又はその連合団体 

（２）学識経験者 

（３）その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前２項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互の連絡を図ることに

より、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の

実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならな

い。 

（秘密保持義務） 

第２８条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知

り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第２９条 前２条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
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第５章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第３０条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第８条第１項に規定する一般事業主又は

認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第７項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、

指導若しくは勧告をすることができる。 

（公表） 

第３１条 厚生労働大臣は、第２０条第１項若しくは第２項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第８条

第１項に規定する一般事業主又は第２０条第３項に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主若しくは特

例認定一般事業主である第８条第７項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、当該

勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第３２条 第８条、第９条、第１１条、第１２条、第１５条、第１６条、第３０条及び前条に規定する厚生労働大臣の権

限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第３３条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

第６章 罰則 

第３４条 第１６条第５項において準用する職業安定法第４１条第２項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働

者の募集に従事した者は、１年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金に処する。 

第３５条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処する。 

（１）第２２条第４項の規定に違反して秘密を漏らした者 

（２）第２８条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第３６条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の拘禁刑又は３０万円以下の罰金に処する。 

（１）第１６条第４項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

（２）第１６条第５項において準用する職業安定法第３７条第２項の規定による指示に従わなかった者 

（３）第１６条第５項において準用する職業安定法第３９条又は第４０条の規定に違反した者 

第３７条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 

（１）第１０条第２項（第１４条第２項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

（２）第１６条第５項において準用する職業安定法第５０条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

（３）第１６条第５項において準用する職業安定法第５０条第２項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若し

くは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

（４）第１６条第５項において準用する職業安定法第５１条第１項の規定に違反して秘密を漏らした者 

第３８条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第３４

条、第３６条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を

科する。 

第３９条 第３０条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、２０万円以下の過料に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第３章（第７条を除く。）、第５章（第２８条を除く。）及び第６

章（第３０条を除く。）の規定並びに附則第５条の規定は、平成２８年４月１日から施行する。 

（この法律の失効） 

第２条 この法律は、令和１８年３月３１日限り、その効力を失う。 

２ 第２２条第３項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、同条第

４項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第２８条の規定（同条に係る罰則を含
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む。）は、第１項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第１項の規定にかかわらず、同項に規定

する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第３条 前条第２項から第４項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第４条 政府は、この法律の施行後３年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認める

ときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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８ ＤＶ防止法 

 

 

（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律） 

平成１３年法律第３１号 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が

行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ず

しも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である

女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護す

るための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取

組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（定義） 

第１条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であっ

て生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この

項及び第２８条の２において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受け

た後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける

身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」

には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ること

を含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第２条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の保護（被害者の自立を支援することを

含む。以下同じ。）を図る責務を有する。 

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第２条の２ 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第５項において「主務大

臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（以下この条並びに

次条第１項及び第３項において「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第１項の都道府県基本計画及び同条第３項の市町村基本計画の指

針となるべきものを定めるものとする。 

（１）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

（２）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

（３）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な国、地方公共団体及び民間の団体

の連携及び協力に関する事項 

（４）前３号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなけれ

ばならない。 

８ ＤＶ防止法 
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４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第２条の３ 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

（２）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 

（３）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な当該都道府県、関係地方公共団体

及び民間の団体の連携及び協力に関する事項 

（４）前３号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村におけ

る配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「市町村

基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その他の

援助を行うよう努めなければならない。 

 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第３条 都道府県は、当該都道府県が設置する女性相談支援センターその他の適切な施設において、当該各施設が配偶者

暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果

たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものとす

る。 

（１）被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は女性相談支援員若しくは相談を行う機関を紹介するこ

と。 

（２）被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

（３）被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第６号、第５条、第

８条の３及び第９条において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。 

（４）被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、

情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

（５）第４章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。 

（６）被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこ

と。 

４ 前項第３号の一時保護は、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託し

て行うものとする。 

５ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、

その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

６ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 

（女性相談支援員による相談等） 

第４条 女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、必要な援助を行うことができる。 

（女性自立支援施設における保護） 

第５条 都道府県は、女性自立支援施設において被害者の保護を行うことができる。 
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（協議会） 

第５条の２ 都道府県は、単独で又は共同して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、関係機関、関係

団体、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関連する職務に従事する者その他の関係者（第５項において「関係

機関等」という。）により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織するよう努めなければならない。 

２ 市町村は、単独で又は共同して、協議会を組織することができる。 

３ 協議会は、被害者に関する情報その他被害者の保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、被害者に対する

支援の内容に関する協議を行うものとする。 

４ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならな

い。 

５ 協議会は、第３項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又

は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 

（秘密保持義務） 

第５条の３ 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密

を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第５条の４ 前２条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第３章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第６条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。）

を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならな

い。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認め

られる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる。この場合にお

いて、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治４０年法律第４５号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前２項の規定により

通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認め

られる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有する情報を提供す

るよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第７条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、

第３条第３項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要

な保護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第８条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭和２９年法律第１６２号）、

警察官職務執行法（昭和２３年法律第１３６号）その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その

他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第８条の２ 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部

長。第１５条第３項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力によ

る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力

を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他

配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第８条の３ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉事務所」という。）
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は、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）、母子及び父子並びに寡婦福

祉法（昭和３９年法律第１２９号）その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第９条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関係機関

その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協

力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第９条の２ 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、

適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

 

第４章 保護命令 

（接近禁止命令等） 

第１０条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知

してする脅迫（以下この章において「身体に対する暴力等」という。）を受けた者に限る。以下この条並びに第１２条

第１項第３号及び第４号において同じ。）が、配偶者（配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚

をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条及び第１２条第１項第２号か

ら第４号までにおいて同じ。）からの更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそ

れが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算して１年間、

被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所におい

て被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならな

いことを命ずるものとする。 

２ 前項の場合において、同項の規定による命令（以下「接近禁止命令」という。）を発する裁判所又は発した裁判所は、

被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算して

１年を経過する日までの間、被害者に対して次に掲げる行為をしてはならないことを命ずるものとする。 

（１）面会を要求すること。 

（２）その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

（３）著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

（４）電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、文書を送付し、通信文その

他の情報（電気通信（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第１号に規定する電気通信をいう。以下この

号及び第６項第１号において同じ。）の送信元、送信先、通信日時その他の電気通信を行うために必要な情報を含む。

以下この条において「通信文等」という。）をファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をする

こと。 

（５）緊急やむを得ない場合を除き、午後１０時から午前６時までの間に、電話をかけ、通信文等をファクシミリ装置を

用いて送信し、又は電子メールの送信等をすること。 

（６）汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこ

と。 

（７）その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

（８）その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。）に係る記録媒体その他の物を送付

し、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し、若しくはその

知り得る状態に置くこと。 

（９）その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置（当該装置の位置に係る位置情報（地理空間情報活用

推進基本法（平成１９年法律第６３号）第２条第１項第１号に規定する位置情報をいう。以下この号において同じ。）

を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。）（同号に規
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定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。）により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置

の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること。 

（１０）その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を

取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として政令で

定める行為をすること。 

３ 第１項の場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第１２条第１項第３号において

単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っているこ

とその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを

防止するため必要があると認めるときは、接近禁止命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算して１年を経過する日までの

間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校そ

の他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近

をはいかいしてはならないこと及び当該子に対して前項第２号から第１０号までに掲げる行為（同項第５号に掲げる行

為にあっては、電話をかけること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することに限る。）をしてはならない

ことを命ずるものとする。ただし、当該子が１５歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第１項の場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者（被害者と同

居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第１２条第１項第４号において「親族等」

という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその

親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、接近禁止命令

を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁

止命令の効力が生じた日から起算して１年を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠と

している住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親

族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の１５歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族等が

１５歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）がある場合に限り、することができ

る。 

６ 第２項第４号及び第５号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為（電話をかけること及び

通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することを除く。）をいう。 

（１）電子メール（特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成１４年法律第２６号）第２条第１号に規定する

電子メールをいう。）その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信を行うこ

と。 

（２）前号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、内

閣府令で定めるものを用いて通信文等の送信を行うこと。 

（退去等命令） 

第１０条の２ 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加え

る旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下この条及び第１８条第１項にお

いて同じ。）が、配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、

又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、第１２条第２項第２号及び第１８

条第１項において同じ。）から更に身体に対する暴力を受けることにより、その生命又は身体に重大な危害を受けるお

それが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算して２月

間（被害者及び当該配偶者が生活の本拠として使用する建物又は区分建物（不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）

第２条第２２号に規定する区分建物をいう。）の所有者又は賃借人が被害者のみである場合において、被害者の申立て

があったときは、６月間）、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかい

してはならないことを命ずるものとする。ただし、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする

場合に限る。 

（管轄裁判所） 
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第１１条 接近禁止命令及び前条の規定による命令（以下「退去等命令」という。）の申立てに係る事件は、相手方の住

所（日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 接近禁止命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 

（１）申立人の住所又は居所の所在地 

（２）当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力等が行われた地 

３ 退去等命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 

（１）申立人の住所又は居所の所在地 

（２）当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（接近禁止命令等の申立て等） 

第１２条 接近禁止命令及び第１０条第２項から第４項までの規定による命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書

面でしなければならない。 

（１）配偶者からの身体に対する暴力等を受けた状況（当該身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚をし、又は

その婚姻が取り消された場合であって、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力等を受けたときにあっては、当

該配偶者であった者からの身体に対する暴力等を受けた状況を含む。） 

（２）前号に掲げるもののほか、配偶者からの更なる身体に対する暴力等により、生命又は心身に重大な危害を受けるお

それが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

（３）第１０条第３項の規定による命令（以下この号並びに第１７条第３項及び第４項において「３項命令」という。）

の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを

防止するため当該３項命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 

（４）第１０条第４項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会する

ことを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 

（５）配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは

保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 退去等命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

（１）配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況（当該身体に対する暴力又は生命等に対する

脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合であって、当該配偶者であった者からの身体

に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けたときにあっては、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力又は生

命等に対する脅迫を受けた状況を含む。） 

（２）前号に掲げるもののほか、配偶者から更に身体に対する暴力を受けることにより、生命又は身体に重大な危害を受

けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

（３）配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前２号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは

保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

３ 前２項の書面（以下「申立書」という。）に第１項第５号イからニまで又は前項第３号イからニまでに掲げる事項の

記載がない場合には、申立書には、第１項第１号から第４号まで又は前項第１号及び第２号に掲げる事項についての申

立人の供述を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録で公証人法（明治４１年法律第５３号）第５３条第１項又は第

５９条第３項の認証を受けたものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第１３条 裁判所は、接近禁止命令、第１０条第２項から第４項までの規定による命令及び退去等命令（以下「保護命令」
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という。）の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第１４条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができ

ない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限

りでない。 

２ 申立書に第１２条第１項第５号イからニまで又は同条第２項第３号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合に

は、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し、又は援助若しくは保

護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合におい

て、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人から

相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関して

更に説明を求めることができる。 

（期日の呼出し） 

第１４条の２ 保護命令に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期

日の告知その他相当と認める方法によってする。 

２ 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期

日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が

期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。 

（公示送達の方法） 

第１４条の３ 保護命令に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受

けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。 

（電子情報処理組織による申立て等） 

第１４条の４ 保護命令に関する手続における申立てその他の申述（以下この条において「申立て等」という。）のうち、

当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本

その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第４

項において同じ。）をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの（当該

裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。）については、当該法令の規定

にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織（裁判所の使用に係る電子計算機（入出力装

置を含む。以下この項及び第３項において同じ。）と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接

続した電子情報処理組織をいう。）を用いてすることができる。 

２ 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関

する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。 

３ 第１項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされ

た時に、当該裁判所に到達したものとみなす。 

４ 第１項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等（署名、記名、押印その他氏名又は名称

を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。）をすることとされているものについては、当該申立て等

をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名

称を明らかにする措置を講じなければならない。 

５ 第１項の規定によりされた申立て等が第３項に規定するファイルに記録されたときは、第１項の裁判所は、当該ファ

イルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。 

６ 第１項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又は

その正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付

も、同様とする。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第１５条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をす

る場合には、理由の要旨を示せば足りる。 
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２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しによっ

て、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視総

監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保護

を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第１２条第１項第５号イからニまで又は同条第２項第３号イから

ニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立

書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが２

以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力

相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第１６条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることにつき疎明があった

ときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止

を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により接近禁止命令の効力の停止を命ずる場合において、第１０条第２項から第４項までの規定による命

令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前２項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が接近禁止命令を取り消す場合において、第１０条第２項から第４項までの規定による命令が発せられて

いるときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第４項の規定による通知がされている保護命令について、第３項若しくは第４項の規定によりその効力の停止を

命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知を

した配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第３項の規定は、第３項及び第４項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用する。 

（保護命令の取消し） 

第１７条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命令を取り

消さなければならない。接近禁止命令又は第１０条第２項から第４項までの規定による命令にあっては接近禁止命令が

効力を生じた日から起算して３月を経過した日以後において、退去等命令にあっては当該退去等命令が効力を生じた日

から起算して２週間を経過した日以後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申

立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第６項の規定は、接近禁止命令を発した裁判所が前項の規定により当該接近禁止命令を取り消す場合について準

用する。 

３ ３項命令を受けた者は、接近禁止命令が効力を生じた日から起算して６月を経過した日又は当該３項命令が効力を生

じた日から起算して３月を経過した日のいずれか遅い日以後において、当該３項命令を発した裁判所に対し、第１０条

第３項に規定する要件を欠くに至ったことを理由として、当該３項命令の取消しの申立てをすることができる。 

４ 裁判所は、前項の取消しの裁判をするときは、当該取消しに係る３項命令の申立てをした者の意見を聴かなければな

らない。 

５ 第３項の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

６ 第３項の取消しの裁判は、確定しなければその効力を生じない。 

７ 第１５条第３項及び前条第７項の規定は、第１項から第３項までの場合について準用する。 

（退去等命令の再度の申立て） 

第１８条 退去等命令が発せられた後に当該発せられた退去等命令の申立ての理由となった身体に対する暴力又は生命

等に対する脅迫と同一の事実を理由とする退去等命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の

本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられた命令
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の期間までに当該住居からの転居を完了することができないことその他の退去等命令を再度発する必要があると認め

るべき事情があるときに限り、退去等命令を発するものとする。ただし、当該退去等命令を発することにより当該配偶

者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該退去等命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第１２条の規定の適用については、同条第２項各号列記以外の部分中「事項」とあ

るのは「事項及び第１８条第１項本文の事情」と、同項第３号中「事項に」とあるのは「事項及び第１８条第１項本文

の事情に」と、同条第３項中「事項に」とあるのは「事項並びに第１８条第１項本文の事情に」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第１９条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、

謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、相手方にあっては、

保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の

送達があるまでの間は、この限りでない。 

第２０条 削除 

（民事訴訟法の準用） 

第２１条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事

訴訟法（平成８年法律第１０９号）第１編から第４編までの規定（同法第７１条第２項、第９１条の２、第９２条第９

項及び第１０項、第９２条の２第２項、第９４条、第１００条第２項、第１編第５章第４節第３款、第１０１条、第１

編第７章、第１３３条の２第５項及び第６項、第１３３条の３第２項、第１５１条第３項、第１６０条第２項、第１８

５条第３項、第２０５条第２項、第２０５条第２項、第２２７条第２項並びに第２３２条の２の規定を除く。）を準用

する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ

る字句に読み替えるものとする。 

第１１２条第１項本文 前条の規定による措置を開始した 裁判所書記官が送達すべき書類

を保管し、いつでも送達を受ける

べき者に交付すべき旨の裁判所

の掲示場への掲示を始めた 

第１１２条第１項ただし書 前条の規定による措置を開始した 当該掲示を始めた 

書類又は電磁的記録 書類 

記載又は記録 記載 

 第１１１条の規定による措置を開始した 裁判所書記官が送達すべき書類

を保管し、いつでも送達を受ける

べき者に交付すべき旨の裁判所

の掲示場への掲示を始めた 

第１３３条の３第１項 記載され、又は記録された書面又は電磁的記録 記載された書面 

当該書面又は電磁的記録 当該書面 

又は電磁的記録その他これに類する書面又は電

磁的記録 

その他これに類する書面 

第１５１条第２項及び第２

３１条の２第２項 

方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理

組織を使用する方法 

方法 

第１６０条第１項 最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書

（期日又は期日外における手続の方式、内容及び

経過等の記録及び公証をするためにこの法律そ

の他の法令の規定により裁判所書記官が作成す

る電磁的記録をいう。以下同じ。） 

調書 

第１６０条第３項 前項の規定によりファイルに記録された電子調

書の内容に 

調書の記載について 

第１６０条第４項 第２項の規定によりファイルに記録された電子

調書 

調書 

当該電子調書 当該調書 
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第１６０条の２第１項 前条第２項の規定によりファイルに記録された

電子調書の内容 

調書の記載 

第１６０条の２第２項 その旨をファイルに記録して 調書を作成して 

第２０５条第３項 事項又は前項の規定によりファイルに記録され

た事項若しくは同項の記録媒体に記録された事

項 

事項 

第２１５条第４項 事項又は第２項の規定によりファイルに記録さ

れた事項若しくは同項の記録媒体に記録された

事項 

事項 

第２３１条の３第２項 若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電

子情報処理組織を使用する 

又は送付する 

第２６１条第４項 電子調書 調書 

記録しなければ 記載しなければ 

（最高裁判所規則） 

第２２条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 

第５章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第２３条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係者」と

いう。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害

の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるために

必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第２４条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるも

のとする。 

（調査研究の推進等） 

第２５条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指導

の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成

及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第２６条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、

必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第２７条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

（１）第３条第３項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う女性相談支援センターの運営に要する費用（次号に掲げる費

用を除く。） 

（２）第３条第３項第３号の規定に基づき女性相談支援センターが行う一時保護（同条第４項に規定する厚生労働大臣が

定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

（３）第４条の規定に基づき都道府県が置く女性相談支援員が行う業務に要する費用 

（４）第５条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含

む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市町村は、第４条の規定に基づき市町村が置く女性相談支援員が行う業務に要する費用を支弁しなければならない。 

（国の負担及び補助） 

第２８条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用のうち、同項第１号及び

第２号に掲げるものについては、その１０分の５を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の１０分の５以内を補助することができる。 
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（１）都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用のうち、同項第３号及び第４号に掲げるもの 

（２）市町村が前条第２項の規定により支弁した費用 

第５章の２ 補則 

（この法律の準用） 

第２８条の２ 第２条及び第１章の２から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活に

類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手からの暴力（当該関係にある相手からの身体に対

する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合に

あっては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者について準

用する。この場合において、これらの規定（同条を除く。）中「配偶者からの暴力」とあるのは、「特定関係者からの暴

力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。 

第２条 配偶者 第２８条の２に規定する関係にある相

手（以下「特定関係者」という。） 

、被害者 、被害者（特定関係者からの暴力を受

けた者をいう。以下同じ。） 

第６条第１項 配偶者又は配偶者であった者 特定関係者又は特定関係者であった者 

第１０条第１項から第４項まで、第１０

条の２、第１１条第２項第２号及び第３

項第２号、第１２条第１項第１号から第

４号まで並びに第２項第１号及び第２

号並びに第１８条第１項 

配偶者 特定関係者 

第１０条第１項、第１０条の２並びに第

１２条第１項第１号及び第２項第１号 

離婚をし、又はその婚姻が取り

消された場合 

第２８条の２に規定する関係を解消し

た場合 

 

第６章 罰則 

第２９条 保護命令（前条において読み替えて準用する第１０条第１項から第４項まで及び第１０条の２の規定によるも

のを含む。第３１条において同じ。）に違反した者は、２年以下の拘禁刑又は２00 万円以下の罰金に処する。 

第３０条 第３条第５項又は第５条の３の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰

金に処する。 

第３１条 第１２条第１項若しくは第２項（第１８条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第２８

条の２において読み替えて準用する第１２条第１項若しくは第２項（第２８条の２において準用する第１８条第２項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保

護命令の申立てをした者は、１０万円以下の過料に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。ただし、第２章、第６条（配偶者暴力相談

支援センターに係る部分に限る。）、第７条、第９条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第２７条及び

第２８条の規定は、平成１４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 平成１４年３月３１日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、又は援

助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する第１２条第１項第４号

並びに第１４条第２項及び第３項の規定の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるの

は、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第３条 この法律の規定については、この法律の施行後３年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加え

られ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  
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９ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

 

 

（困難な問題を抱える女性への支援に関する法律） 

令和４年法律第５２号 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面するこ

とが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関する必

要な事項を定めることにより、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、及び

女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々

な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性（そのおそれのある女性を含む。）をい

う。 

（基本理念） 

第３条 困難な問題を抱える女性への支援のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

（１）女性の抱える問題が多様化するとともに複合化し、そのために複雑化していることを踏まえ、困難な問題を抱える

女性が、それぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題及びその背景、心身の状況等に応じた最適な支援を受けら

れるようにすることにより、その福祉が増進されるよう、その発見、相談、心身の健康の回復のための援助、自立して

生活するための援助等の多様な支援を包括的に提供する体制を整備すること。 

（２）困難な問題を抱える女性への支援が、関係機関及び民間の団体の協働により、早期から切れ目なく実施されるよう

にすること。 

（３）人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することを旨とすること。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第４条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施策を講

ずる責務を有する。 

（関連施策の活用） 

第５条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を講ずるに当たっては、必要に応じて福

祉、保健医療、労働、住まい及び教育に関する施策その他の関連施策の活用が図られるよう努めなければならない。 

（緊密な連携） 

第６条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を講ずるに当たっては、関係地方公共団

体相互間の緊密な連携が図られるとともに、この法律に基づく支援を行う機関と福祉事務所（社会福祉法（昭和２６年

法律第４５号）に規定する福祉に関する事務所をいう。）、児童相談所、児童福祉施設（児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第７条第１項に規定する児童福祉施設をいう。）、保健所、医療機関、職業紹介機関（労働施策の総合的な推

進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和４１年法律第１３２号）第２条に規定する職業

紹介機関をいう。）、職業訓練機関、教育機関、都道府県警察、日本司法支援センター（総合法律支援法（平成１６年法

律第７４号）第１３条に規定する日本司法支援センターをいう。）、配偶者暴力相談支援センター（配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３１号）第３条第１項に規定する配偶者暴力相談支援センタ

ーをいう。）その他の関係機関との緊密な連携が図られるよう配慮しなければならない。 

 

第２章 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第７条 厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針（以下「基本方針」とい

９ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 
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う。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第１項の都道府県基本計画及び同条第３項の市町村基本計画の指

針となるべきものを定めるものとする。 

（１）困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な事項 

（２）困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に関する事項 

（３）その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しな

ければならない。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第８条 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に

関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１）困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方針 

（２）困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施内容に関する事項 

（３）その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村におけ

る困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」

という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

５ 厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その

他の援助を行うよう努めなければならない。 

 

第３章 女性相談支援センターによる支援等 

（女性相談支援センター） 

第９条 都道府県は、女性相談支援センターを設置しなければならない。 

２ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）は、女性

相談支援センターを設置することができる。 

３ 女性相談支援センターは、困難な問題を抱える女性への支援に関し、主として次に掲げる業務を行うものとする。 

（１）困難な問題を抱える女性に関する各般の問題について、困難な問題を抱える女性の立場に立って相談に応ずること

又は第１１条第１項に規定する女性相談支援員若しくは相談を行う機関を紹介すること。 

（２）困難な問題を抱える女性（困難な問題を抱える女性がその家族を同伴する場合にあっては、困難な問題を抱える女

性及びその同伴する家族。次号から第５号まで及び第１２条第１項において同じ。）の緊急時における安全の確保及び

一時保護を行うこと。 

（３）困難な問題を抱える女性の心身の健康の回復を図るため、医学的又は心理学的な援助その他の必要な援助を行うこ

と。 

（４）困難な問題を抱える女性が自立して生活することを促進するため、就労の支援、住宅の確保、援護、児童の保育等

に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

（５）困難な問題を抱える女性が居住して保護を受けることができる施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関

との連絡調整その他の援助を行うこと。 

４ 女性相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、その支援の対象となる者の抱えている問題及びその背景、

心身の状況等を適切に把握した上で、その者の意向を踏まえながら、最適な支援を行うものとする。 

５ 女性相談支援センターに、所長その他所要の職員を置く。 

６ 女性相談支援センターには、第３項第２号の一時保護を行う施設を設けなければならない。 
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７ 第３項第２号の一時保護は、緊急に保護することが必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合に、女性

相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとする。 

８ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、

その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

９ 第３項第２号の一時保護に当たっては、その対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該児童の状況に

応じて、当該児童への学習に関する支援が行われるものとする。 

１０ 女性相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、困難な問題を抱える女性への支援に関する

活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 

１１ 前各項に定めるもののほか、女性相談支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。 

（女性相談支援センターの所長による報告等） 

第１０条 女性相談支援センターの所長は、困難な問題を抱える女性であって配偶者のないもの又はこれに準ずる事情に

あるもの及びその者の監護すべき児童について、児童福祉法第６条の３第１８項に規定する妊産婦等生活援助事業の実

施又は同法第２３条第２項に規定する母子保護の実施が適当であると認めたときは、これらの者を当該妊産婦等生活援

助事業の実施又は当該母子保護の実施に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知しなければならない。 

（女性相談支援員） 

第１１条 都道府県（女性相談支援センターを設置する指定都市を含む。第２０条第１項（第４号から第６号までを除く。）

並びに第２２条第１項及び第２項第１号において同じ。）は、困難な問題を抱える女性について、その発見に努め、そ

の立場に立って相談に応じ、及び専門的技術に基づいて必要な援助を行う職務に従事する職員（以下「女性相談支援員」

という。）を置くものとする。 

２ 市町村（女性相談支援センターを設置する指定都市を除く。第２０条第２項及び第２２条第２項第２号において同じ。）

は、女性相談支援員を置くよう努めるものとする。 

３ 女性相談支援員の任用に当たっては、その職務を行うのに必要な能力及び専門的な知識経験を有する人材の登用に特

に配慮しなければならない。 

（女性自立支援施設） 

第１２条 都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図る

ための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者につい

て相談その他の援助を行うこと（以下「自立支援」という。）を目的とする施設（以下「女性自立支援施設」という。）

を設置することができる。 

２ 都道府県は、女性自立支援施設における自立支援を、その対象となる者の意向を踏まえながら、自ら行い、又は市町

村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行うことができる。 

３ 女性自立支援施設における自立支援に当たっては、その対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該児

童の状況に応じて、当該児童への学習及び生活に関する支援が行われるものとする。 

（民間の団体との協働による支援） 

第１３条 都道府県は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重

しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しながら、訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの

活用、関係機関への同行その他の厚生労働省令で定める方法により、その発見、相談その他の支援に関する業務を行う

ものとする。 

２ 市町村は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、

困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しながら、前項の業務を行うことができる。 

（民生委員等の協力） 

第１４条 民生委員法（昭和２３年法律第１９８号）に定める民生委員、児童福祉法に定める児童委員、人権擁護委員法

（昭和２４年法律第１３９号）に定める人権擁護委員、保護司法（昭和２５年法律第２０４号）に定める保護司及び更

生保護事業法（平成７年法律第８６号）に定める更生保護事業を営む者は、この法律の施行に関し、女性相談支援セン

ター及び女性相談支援員に協力するものとする。 

（支援調整会議） 
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第１５条 地方公共団体は、単独で又は共同して、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、関係機

関、第９条第７項又は第１２条第２項の規定による委託を受けた者、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を

行う民間の団体及び困難な問題を抱える女性への支援に従事する者その他の関係者（以下この条において「関係機関等」

という。）により構成される会議（以下この条において「支援調整会議」という。）を組織するよう努めるものとする。 

２ 支援調整会議は、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うために必要な情報の交換を行うとともに、

困難な問題を抱える女性への支援の内容に関する協議を行うものとする。 

３ 支援調整会議は、前項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資

料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 

４ 関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するよう努めるものとする。 

５ 次の各号に掲げる支援調整会議を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、支

援調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（１）国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であった者 

（２）法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者 

（３）前２号に掲げる者以外の者 支援調整会議を構成する者又は当該者であった者 

６ 前各項に定めるもののほか、支援調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援調整会議が定める。 

 

第４章 雑則 

（教育及び啓発） 

第１６条 国及び地方公共団体は、この法律に基づく困難な問題を抱える女性への支援に関し国民の関心と理解を深める

ための教育及び啓発に努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、自己がかけがえのない個人であることについての意識の涵かん養に資する教育及び啓発を含

め、女性が困難な問題を抱えた場合にこの法律に基づく支援を適切に受けることができるようにするための教育及び啓

発に努めるものとする。 

（調査研究の推進） 

第１７条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に資するため、効果的な支援の方法、その心身の健

康の回復を図るための方法等に関する調査研究の推進に努めるものとする。 

（人材の確保等） 

第１８条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に従事する者の適切な処遇の確保のための措置、研

修の実施その他の措置を講ずることにより、困難な問題を抱える女性への支援に係る人材の確保、養成及び資質の向上

を図るよう努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第１９条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体に対し、必要な援助

を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第２０条 都道府県は、次に掲げる費用（女性相談支援センターを設置する指定都市にあっては、第１号から第３号まで

に掲げる費用に限る。）を支弁しなければならない。 

（１）女性相談支援センターに要する費用（次号に掲げる費用を除く。） 

（２）女性相談支援センターが行う第９条第３項第２号の一時保護（同条第７項に規定する厚生労働大臣が定める基準を

満たす者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

（３）都道府県が置く女性相談支援員に要する費用 

（４）都道府県が設置する女性自立支援施設の設備に要する費用 

（５）都道府県が行う自立支援（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。）及びこれに

伴い必要な事務に要する費用 

（６）第１３条第１項の規定により都道府県が自ら行い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱える女性への支

援に要する費用 
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２ 市町村は、市町村が置く女性相談支援員に要する費用を支弁しなければならない。 

３ 市町村は、第１３条第２項の規定により市町村が自ら行い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱える女性

への支援に要する費用を支弁しなければならない。 

（都道府県等の補助） 

第２１条 都道府県は、社会福祉法人が設置する女性自立支援施設の設備に要する費用の４分の３以内を補助することが

できる。 

２ 都道府県又は市町村は、第１３条第１項又は第２項の規定に基づく業務を行うに当たって、法令及び予算の範囲内に

おいて、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体の当該活動に要する費用（前条第１項第６号

の委託及び同条第３項の委託に係る委託費の対象となる費用を除く。）の全部又は一部を補助することができる。 

（国の負担及び補助） 

第２２条 国は、政令で定めるところにより、都道府県が第２０条第１項の規定により支弁した費用のうち、同項第１号

及び第２号に掲げるものについては、その１０分の５を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の１０分の５以内を補助することができる。 

（１）都道府県が第２０条第１項の規定により支弁した費用のうち、同項第３号及び第５号に掲げるもの（女性相談支援

センターを設置する指定都市にあっては、同項第３号に掲げるものに限る。） 

（２）市町村が第２０条第２項の規定により支弁した費用 

３ 国は、予算の範囲内において、都道府県が第２０条第１項の規定により支弁した費用のうち同項第６号に掲げるもの

及び市町村が同条第３項の規定により支弁した費用並びに都道府県及び市町村が前条第２項の規定により補助した金

額の全部又は一部を補助することができる。 

 

第５章 罰則 

第２３条 第９条第８項又は第１５条第５項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の拘禁刑又は５０万円以下

の罰金に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。 

（１）次条並びに附則第３条、第５条及び第３８条の規定 公布の日 

（２）附則第３４条の規定 この法律の公布の日又は児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６６号）の公

布の日のいずれか遅い日 

（３）略 

（４）附則第３６条の規定 この法律の公布の日又は刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関す

る法律（令和４年法律第６８号）の公布の日のいずれか遅い日 

（検討） 

第２条 政府は、この法律の公布後３年を目途として、この法律に基づく支援を受ける者の権利を擁護する仕組みの構築

及び当該支援の質を公正かつ適切に評価する仕組みの構築について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ず

るものとする。 

２ 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後３年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

（準備行為） 

第３条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、第７条第１項から第３項まで

の規定の例により、基本方針を定めることができる。この場合において、厚生労働大臣は、同条第４項の規定の例によ

り、これを公表することができる。 

２ 前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日において、第７条第１項から第３項までの規定により定

められ、同条第４項の規定により公表された基本方針とみなす。 
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（婦人補導院法の廃止） 

第１０条 婦人補導院法は、廃止する。 

（婦人補導院法の廃止に伴う経過措置） 

第１１条 旧婦人補導院法第１２条の規定による手当金の支給及び旧婦人補導院法第１９条の規定による遺留金品の措

置については、なお従前の例による。この場合において、これらに関する事務は、法務省令で定める法務省の職員が行

うものとする。 

（政令への委任） 

第３８条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 
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10 用語解説 

 

 

あ行 

Ｍ字カーブ 

日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化し

たとき、３０歳代を谷とし、２０歳代後半と４０

歳代後半が山になるアルファベットのＭのような

形になることをいう。これは、結婚や出産を機に

労働市場から退出する女性が多く、子育てが一段

落すると再び労働市場に参入するという特徴があ

るため。 

アンコンシャス・バイアス 
日本語で「無意識の思い込み」などと表現される。 

これまでの経験や見聞きしてきたことなどから生

み出されるため、完全に払拭するのは難しく、気

付かないままでいると自分や周りの人の可能性を

狭めてしまったり、誰かを傷つけてしまったりす

る場合があると言われている。 

ＬＧＢＴＱ＋ 
性別違和（「体の性」と「心の性」が一致しない状

態）のある人や、恋愛感情などの性的な意識が同

性や両性に向かう人（同性愛、両性愛）、身体的な

性別が不明瞭な人などのこと。Lesbian（レズビ

アン、女性同性愛者）、Gay（ゲイ、男性同性愛者）、

Bisexual （ バ イ セ ク シ ャ ル 、 両 性 愛 者 ）、

Transgender（トランスジェンダー、性的違和感

を持つ方）、Queer（クイア）や Questioning（ク

エスチョニング）の頭文字から構成されている。

＋（プラス）は「ＬＧＢＴQ」以外の多様な性の

在り方を包括する意味を指す。 

エンパワーメント 
人が個人として、そして／あるいは社会集団とし

て意思決定過程に参画し、自律的な力をつけるこ

と。 

 

か行 

合計特殊出生率 

１５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率の合

計で、一人の女性が一生の間に産む平均子ども数。 

固定的性別役割分担 
男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を

決めることが適当であるにもかかわらず、男性、

女性という性別を理由として、役割を固定的に分

けること。 

 

さ行 

ジェンダー 

社会的・文化的に形成された性別の概念のこと

で、「女(男)とはこういうものだ」という通念を基

礎にした男女の区別のこと。染色体や遺伝子、解

剖学上の特徴による生物学的な性(セックス)と区

別している。 

 

女性活躍推進法 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律」の略称。女性が、職業生活において、その

希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環

境を整備することを目的とした法律。国・地方公

共団体、常時雇用する労働者が１０１人以上の事

業主は、自社の女性の活躍に関する状況把握・課

題分析、その課題を解決するのにふさわしい数値

目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・

周知・公表、自社の女性の活躍に関する情報の公

表を行う必要がある。 

 

た行 

男女共同参画社会 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思

によって社会のあらゆる分野における活動に参

画する機会が確保され、もって男女が均等に政治

的、経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、ともに責任を担うべき社会。 

男女共同参画社会基本法 
男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に

推進するために、５本の柱（男女の人権の尊重、

社会における制度又は慣行についての配慮、政策

等の立案及び決定への共同参画、家庭生活におけ

る活動と他の活動の両立、国際的協調）を掲げ、

行政と国民それぞれが果たすべき役割（責務、基

本的施策）を定めた法律。 

男女雇用機会均等法 
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保等に関する法律」の略称。雇用の分野に

おける男女の均等な機会及び待遇の確保のため

に、募集や採用、昇進、労働条件等についての差

別の禁止、ポジティブ・アクションの推進、セク

シュアル・ハラスメントの防止策などを定めた法

律。 

 

10 用語解説 
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ＤＶ防止法 
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に

関する法律」の略称。配偶者からの暴力に係る通

報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るこ

とを目的とした法律。 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 
配偶者等からの身体的・精神的・社会的・経済的・

性的暴力のこと。例えば、殴られるなどの身体的

暴力、無視するなどの精神的暴力、性行為の強要

などの性的暴力など。男性から女性に対してだけ

ではなく、女性から男性に対するＤＶもある。 

 

は行 

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 

同性・異性を問わず、お互いを人生のパートナー

とし、相互に協力し合うことにより、共同生活を

行うことを約束したパートナーシップの関係であ

ることを宣誓し、宣誓したことを市が証明する制

度。また、二人（一方または双方）の三親等内の

近親者も含めて家族として、ファミリーシップ関

係を宣誓することができる。性的マイノリティの

方に限らず、様々な事情により婚姻の意思があっ

ても、現行の民法および戸籍法上の婚姻制度では

不都合などがあり、生きづらさを抱えている方（事

実婚を含む）も宣誓することができる。 

 

ハラスメント 
継続的な人間関係において、優位な力関係を背景

に、相手の意思に反して行われる言動のこと。そ

れは、単に雇用関係にある者の間のみならず、施

設における職員とその利用者との間や団体におけ

る構成員間など、様々な生活の場で起こり得るも

のである。 

 

ファミリー・フレンドリー企業 

仕事と育児・介護・地域活動など仕事以外の生活

を両立することができる制度と職場環境を持ち、

ライフステージに応じた多様で柔軟な働き方を選

択できるような取組を行う企業。愛知県で「愛知

ファミリー・フレンドリー企業」として登録を行

っている。 

 

 

 

 

 

わ行 

ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和) 

一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働

き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域

生活などにおいても、子育て期、中高年期といっ

た人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実

現できること。 

 


